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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和７年１１月６日（木）午前１０時    開会 

              午後 ４時４０分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 安 藤  薫   副委員長 塚 本  崇   委  員 藤 浦 雅 彦 

  委  員 長 田 知 樹   委  員 南 野 直 司   委  員 早坂京一朗 

  委  員 峰松由紀子 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 嶋野浩一朗  副市長 山 本 和 憲 

市長公室長 平 井 貴 志  総務部長 石原幸一郎  建設部長 永 田  享 

消防長 松 田 俊 也  総合行政委員会事務局長 溝 口 哲 也 

総務部理事 丹 羽 和 人  建設部次長兼道路管理課長 寺 田 満 夫 

会計管理者兼会計室長 柳 瀨 哲 宏 

総務部副理事兼防災危機管理課長 辻  稔 秀 

総務部副理事兼財政課長 妹 尾 紀 子 

総務部副理事兼情報政策課長 大 西 健 一 

総務部副理事兼固定資産税課長 中 尾 昌 志 

建設部副理事兼都市計画課長 藤 井 芳 明 

総務課長 真 鍋 伸 也  資産活用課長 浅 田 明 典  市民税課長 石 坂 直 樹 

納税課長 藤 原 英 昭  工事検査室長 宮 城 陽 一 

道路交通課長 黒 田 尚 志  水みどり課長 杉 山  剛 

建築課長 篠 﨑 好 健 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子 事務局次長代理 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件 

  認定第１号 令和６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 
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（午前１０時 開会） 

○安藤薫委員長 ただいまから総務建設

常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長 おはようございます。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お

忙しい中、総務建設常任委員会をお持ちい

ただきましてありがとうございます。 

 本日の案件でございますけれども、令和

６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定

の件、ほか１件の審査を賜ります。 

 何とぞ慎重審査の上、御認定いただきま

すように、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、私はこの場を一旦退席いたします

けれども、在庁しておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○安藤薫委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、藤浦委員

を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 石原総務部長。 

○石原総務部長 それでは、認定第１号、

令和６年度摂津市一般会計歳入歳出決算

のうち、防災危機管理課分を除く総務部に

関わる部分につきまして、目を追って、主

なものについて、補足説明をさせていただ

きます。 

 まず、歳入でございますが、決算書２８

ページ、款１市税、項１市民税、目１個人

は、前年度に比べ２．５％、１億２，５１

１万３，０１３円の減となっております。 

 目２法人は、前年度に比べ１５．０％、

２億７，６９３万２，１８９円の増となっ

ております。 

 項２固定資産税、目１固定資産税は、前

年度に比べ１．４％、１億２，４１５万３，

２９６円の増となっております。 

 目２国有資産等所在市町村交付金及び

納付金は、前年度に比べ０．０１％、４，

６００円の減となっております。 

 項３軽自動車税、目１環境性能割は、前

年度に比べ９．０％、１０２万円の増とな

っております。 

 目２種別割は、前年度に比べ１．４％、

１９５万３４９円の増となっております。 

 項４市たばこ税、目１市たばこ税は、前

年度に比べ３．５％、２，７９９万５，２

４３円の減となっております。 

 項５都市計画税、目１都市計画税は、前

年度に比べ０．６％、１，０６１万４，７

１８円の増となっております。 

 款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税、

目１地方揮発油譲与税は、前年度に比べ１．

５％、５５万２，０００円の減となってお

ります。 

 続きまして、３０ページ、項２自動車重

量譲与税、目１自動車重量譲与税は、前年

度に比べ０．０３％、３万円の増となって

おります。 

 項３森林環境譲与税、目１森林環境譲与

税は、前年度に比べ７．２％、６５万８，

０００円の増となっております。 

 款３利子割交付金、項１利子割交付金、

目１利子割交付金は、前年度に比べ２６．
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４％、２９４万１，０００円の増となって

おります。 

 款４配当割交付金、項１配当割交付金、

目１配当割交付金は、前年度に比べ３９．

９％、４，４５９万９，０００円の増とな

っております。 

 款５株式等譲渡所得割交付金、項１株式

等譲渡所得割交付金、目１株式等譲渡所得

割交付金は、前年度に比べ７０．６％、８，

５２３万２，０００円の増となっておりま

す。 

 款６法人事業税交付金、項１法人事業税

交付金、目１法人事業税交付金は、前年度

に比べ９．１％、３，１８６万４，０００

円の増となっております。 

 款７地方消費税交付金、項１地方消費税

交付金、目１地方消費税交付金は、前年度

に比べ４．９％、１億７６７万２，０００

円の増となっております。 

 款８ゴルフ場利用税交付金、項１ゴルフ

場利用税交付金、目１ゴルフ場利用税交付

金は、前年度に比べ６．４％、１１万２，

１００円の減となっております。 

 款９環境性能割交付金、項１環境性能割

交付金、目１環境性能割交付金は、前年度

に比べ３．１％、１３１万５，０００円の

増となっております。 

 款１０地方特例交付金、項１地方特例交

付金、目１地方特例交付金は、前年度に比

べ３３９．０％、３億８，１８１万２，０

００円の増となっております 

 続きまして、３２ページ、項２新型コロ

ナウイルス感染症対策地方税減収補塡特

別交付金、目１新型コロナウイルス感染症

対策地方税減収補塡特別交付金は、前年度

に比べ４．３％、３４万８，０００円の減

となっております。 

 款１１地方交付税、項１地方交付税、目

１地方交付税は、前年度に比べ２５．８％、

３億２，４２５万９，０００円の減となっ

ております。 

 これは、普通交付税が前年度に比べ３億

２０８万９，０００円の減、特別交付税が

前年度に比べ２，２１７万円の減となった

ことによるものでございます。 

 款１２交通安全対策特別交付金、項１交

通安全対策特別交付金、目１交通安全対策

特別交付金は、前年度に比べ０．１％、７，

０００円の減となっております。 

 款１４使用料及び手数料、項１使用料、

目１総務使用料は、庁舎施設等使用料でご

ざいます。 

 続きまして、３４ページ、目５土木使用

料は、市営住宅使用料及び市営住宅用地使

用料でございます。 

 続きまして、３６ページ、項２手数料、

目１総務手数料は、税務諸証明手数料及び

税務督促手数料でございます。 

 目４土木手数料は、自動車保管場所使用

承諾証明手数料でございます。 

 続きまして、４０ページ、款１５国庫支

出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補

助金は、デジタル基盤改革支援補助金、デ

ジタル田園都市国家構想交付金及び物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金で

ございます。 

 続きまして、４６ページ、項３委託金、

目１総務費委託金は、基幹統計調査委託金

及び統計調査員確保対策事業委託金でご

ざいます。 

 続きまして、４８ページ、款１６府支出

金、項２府補助金、目１総務費府補助金は、

大阪府スマートシティ戦略推進補助金及

び大阪府市町村振興補助金でございます。 

 続きまして、５４ページ、項３委託金、

目１総務費委託金は、府税徴収事務委託金
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でございます。 

 款１７財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入は、土地貸付収入でござい

ます。 

 続きまして、５６ページ、目２利子及び

配当金は、各種基金利子収入でございます。 

 項２財産売払収入、目１不動産売払収入

は、市有地売却収入でございます。 

 目２物品売払収入は、消防車及び塵芥車

の売払収入でございます。 

 款１８寄附金、項１寄附金、目１寄附金

は、一般寄附金でございます。 

 款１９繰入金、項１特別会計繰入金、目

１財産区財産特別会計繰入金は、土地貸付

収入の一部を一般会計に繰り入れたもの

でございます。 

 項２基金繰入金、目２公共施設整備基金

繰入金は、公共施設整備基金から１億３，

１６７万３，３００円を取り崩し、一般会

計に繰り入れたものでございます。 

 続きまして、５８ページ、款２０諸収入、

項１延滞金、加算金及び過料、目１延滞金

は、市税延滞金でございます。 

 項４雑入、目２雑入のうち、主なものは、

水道・下水道事業会計からの収入や市町村

振興協会交付金などでございます。 

 続きまして、６６ページ、款２１市債、

項１市債、目１総務債は、味生コミュニテ

ィセンター（仮称）建設事業債でございま

す。 

 続きまして、６８ページ、目２民生債は、

とりかいこども園建設事業債などでござ

います。 

 目３衛生債は、葬儀会館立体駐車場解体

事業債などでございます。 

 目４土木債は、千里丘駅西地区再開発事

業債などでございます。 

 目５消防債は、広域消防指令情報システ

ム整備事業債などでございます。 

 目６教育債は、小・中学校屋内運動場空

調設備整備事業債などでございます。 

 目７臨時財政対策債は、普通交付税の算

定結果に基づき発行したものでございま

す。 

 款２２繰越金、項１繰越金、目１繰越金

は１０億６，５８５万４，０６９円で、そ

の内訳は、繰越事業充当財源が４億６，７

０４万６，０００円、令和５年度決算剰余

金が５億９，８８０万８，０６９円となっ

ております。 

 続きまして、歳出についてでございます。

７６ページからの款２総務費、項１総務管

理費、目１一般管理費の主なものといたし

まして、節１報酬は、事業者登録に関わる

会計年度任用職員報酬でございます。 

 ７８ページ、節１０需用費は、法規事務

に係る消耗品費などでございます。 

 続きまして、８０ページ、節１２委託料

は、法規事務に係る市例規集委託料などで

ございます。 

 続きまして、８２ページ、節１３使用料

及び賃借料につきましても、法規事務に係

るデータアクセス料などでございます。 

 節２７繰出金は、水道事業会計及び下水

道事業会計への繰出金でございます。 

 目２文書広報費は、郵送事務に係る通信

運搬費などでございます。 

 続きまして、８６ページ、目４財産管理

費は、ＥＳＣＯサービス料など庁舎や集会

所等、市有財産の管理経費でございます。 

 続きまして、９２ページ、目９電子計算

費は、住民情報システム保守委託料など、

情報システム全般に係る管理経費でござ

います。 

 続きまして、１００ページ、目１７諸費

は、地区集会所に係る補修費補助金でござ
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います。 

 目１８財政調整基金費、目１９公共施設

整備基金費の各基金費は、剰余金、利子等

をそれぞれの基金に積み立てたものでご

ざいます。 

 項２徴税費、目１税務総務費及び１０４

ページ、目２賦課徴収費は、税務事務に係

る経費でございます。 

 続きまして、１１４ページ、項５統計調

査費、目１統計調査総務費及び１１６ペー

ジ、目２基幹統計調査費は、統計調査事務

に係る経費でございます。 

 続きまして、１９０ページ、款７土木費、

項５住宅費、目１住宅管理費は市営住宅管

理に係る経費でございます。 

 続きまして、２３４ページ、款１０公債

費、項１公債費、目１元金は、地方債の元

金償還金で、前年度に比べ２６．０％、６

億１，６５０万１，６１９円の減となって

おります。 

 目２利子は地方債の利子償還金で、前年

度に比べ１１．３％、１，２２４万８９０

円の増となっております。 

 款１１予備費、項１予備費、目１予備費

は、充当額８５８万３，０９０円で、指定

取消し処分等、取消し請求に係る訴訟等関

係費用に５５万円、道路管理瑕疵による損

害賠償金に４８万５，０７５円、一津屋第

２団地に係る修繕料に６９２万１，０２４

円、奥能登豪雨緊急消防援助隊派遣に係る

職員手当等に１２万４，５７４円、能登半

島地震職員派遣に係る職員手当等に４５

万７，８３７円、能登半島地震職員派遣に

係る普通旅費に４万４，５８０円をそれぞ

れ充当いたしております。 

 以上、防災危機管理課分を除く総務部の

所管いたします決算内容の補足説明とさ

せていただきます。 

○安藤薫委員長 次に、丹羽総務部理事。 

○丹羽総務部理事 認定第１号、令和６年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、総

務部防災危機管理課が所管しております

事項につきまして、決算書の事項別明細書

の目を追って、その主なものについて補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳入についてでございます。 

 決算書４４ページ、款１５国庫支出金、

項２国庫補助金、目５消防費国庫補助金は、

地域版防災マップの作成及び避難所表示

板の製作に係る社会資本整備総合交付金

でございます。 

 続きまして、５８ページ、款２０諸収入、

項３貸付金元利収入、目３家屋被害復旧資

金貸付金元金収入は、平成７年１月１７日

に発生した、兵庫県南部地震に伴う家屋被

害復旧資金貸付に係る償還金でございま

す。 

 続きまして、６０ページ、項４雑入、目

２雑入は、令和６年能登半島地震に関わる

石川県への救助の応援等に要した費用の

負担金などでございます。 

 続きまして、歳出についてでございます。 

 決算書９２ページ、款２総務費、項１総

務管理費、目１０防犯対策費は、防犯灯及

び防犯カメラの設置や維持管理等、防犯施

策に係る経費でございます。 

 続きまして、２００ページ、款８消防費、

項１消防費、目４災害対策費は、自主防災

組織が防災に関する活動を行うために必

要な物品の支給、避難所等に配備する備蓄

用品の更新、防災行政無線の維持管理、マ

ンホールトイレの整備に関する負担金な

ど、防災施策に係る経費でございます。 

 以上、総務部防災危機管理課の所管いた

します決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 
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○安藤薫委員長 次に、永田建設部長。 

○永田建設部長 認定第１号、令和６年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、建設

部が所管しております事項につきまして、

目を追って、主なものについて、補足説明

をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 決算書の３４ページ、款１４使用料及び

手数料、項１使用料、目４農林水産業使用

料は、法定外水路占用料でございます。 

 目５土木使用料のうち、道路占用料や公

園占用料、駐車場用地使用料でございます。 

 ３６ページ、項２手数料、目１総務手数

料のうち、道路管理課の諸証明手数料でご

ざいます。 

 目３農林水産業手数料のうち、水路敷地

境界明示手数料、水路敷地謄本（抄本）交

付手数料でございます。 

 目４土木手数料のうち、道路敷地境界等

明示手数料や、３８ページ、開発許可等手

数料などでございます。 

 ４４ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目４土木費国庫補助金のうち、

老朽化対策、千里丘駅東口改良などの社会

資本整備総合交付金などでございます。 

 ５２ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目６土木費府補助金は、府自然環境

保全条例事務取扱交付金や、都市再生地籍

調査（街区境界調査）委託補助金などでご

ざいます。 

 ５４ページ、項３委託金、目２土木費委

託金のうち、河川環境整備工事委託金など

でございます。 

 ５６ページ、款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち、道路

交通課の土地貸付収入でございます。 

 ５８ページ、款１９繰入金、項２基金繰

入金、目５緑化基金繰入金は、緑化推進事

業への緑化基金繰入金でございます。 

 ６４ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち、建築確認申請者負担金、

自転車自動車駐車場指定管理者納付金な

どでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １６８ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目４農業水路費は、内水氾濫解析

業務委託料や神安土地改良区負担金など

でございます。 

 １７４ページ、款７土木費、項１土木管

理費、目１土木総務費のうち、１７６ペー

ジ、土木維持作業業務委託料などでござい

ます。 

 目２交通対策費は、駐車場管理委託料

（指定管理料）や公共施設巡回バス運行管

理業務委託料などでございます。 

 １７８ページ、項２道路橋りょう費、目

１道路橋りょう総務費は、千里丘駅前広場

やモノレール駅前広場の管理委託料など

でございます。 

 １８０ページ、目２道路維持費は、道路

維持に係る修繕料や道路維持工事などで

ございます。 

 １８２ページ、目３交通安全対策費は、

交通安全対策工事や土地購入費などでご

ざいます。 

 項３水路費、目１排水路費のうち、ポン

プ場施設等維持管理業務委託料や水位計

設置工事などでございます。 

 １８６ページ、項４都市計画費、目１都

市計画総務費のうち、耐震改修補助金や多

世代同居・近居支援補助金などでございま

す。 

 目２街路事業費のうち、都市計画課の都

市景観事業に係る報償金などでございま

す。 

 １８８ページ、目３緑化推進費は、摂津
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市緑化推進連絡会補助金などでございま

す。 

 １９０ページ、目４公園管理費は、公園

管理委託料や３号街区公園整備工事など

でございます。 

 ２００ページ、款８消防費、項１消防費、

目３水防費は、淀川右岸水防事務組合負担

金などでございます。 

 以上、建設部の所管いたします決算内容

の補足説明とさせていただきます。 

○安藤薫委員長 次に、柳瀨会計管理者。 

○柳瀨会計管理者 引き続きまして、認定

第１号、令和６年度摂津市一般会計歳入歳

出決算のうち、会計室に係ります項目につ

きまして、決算書の目を追って補足説明を

させていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 決算書５８ページ、款２０諸収入、項２

市預金利子、目１市預金利子は、歳計現金

等に係ります預金利子でございます。 

 続きまして、同ページ、款２０諸収入、

項４雑入、目２雑入のうち、会計室分収入

につきましては、６５ページ下段に記載し

ております水道・下水道事業会計からの収

入でございます。これは、会計室にて支出

いたしました指定金融機関派出窓口業務

事務手数料及び口座振替受付サービス手

数料につきまして、水道事業会計及び下水

道事業会計の負担分を収入したものでご

ざいます。 

 次に、歳出でございます。 

 ７６ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目１一般管理費のうち、会計室に係る

ものといたしましては、普通旅費、消耗品

費、印刷製本費でございます。 

 次に、８４ページ、款２総務費、項１総

務管理費、目３会計管理費は、会計室の出

納事務に係る経費で、主なものといたしま

しては、会計年度任用職員１名の報酬、金

融機関派出窓口業務事務手数料や口座振

替手数料などの費用、また、金融機関との

データ伝送に係る回線使用料などの経費

でございます。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○安藤薫委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 おはようございます。

よろしくお願いいたします。 

 質問番号１番、納税課、決算書３６ペー

ジ、一般事務事業で、税務督促手数料の内

容についてお聞かせください。 

 質問番号２番、同じく納税課、決算概要

６８ページ、一般事務事業、償還金及び還

付加算金の内容についてお聞かせくださ

い。 

 質問番号３番、会計室、決算概要５４ペ

ージ、一般事務事業の手数料２，６３７万

８，０７９円の内訳等々について、お聞か

せください。 

 質問番号４番、資産活用課、決算概要５

４ページ、庁舎管理事業の庁舎改修工事実

施設計委託料の内容をお聞かせください。 

 質問番号５番、道路交通課、決算概要１

２４ページ、交通安全推進事業、交通安全

対策工事で予算額が２１０万円となって

おりますが、決算では未執行でした。その

事業の内容と未執行の理由をお聞かせく

ださい。 

 質問番号６番、道路交通課、決算概要１

２４ページ、自転車自動車駐車場管理事業

の中で、土地借上料がございます。こちら

の内容をお聞かせください。 

 質問番号７番、こちらも道路交通課にな

りまして、決算概要１２６ページ、放置自

転車等対策事業の中の放置自転車等対策
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指導委託料の内容をお聞かせください。 

 質問番号８番、水みどり課になります。

決算概要１３４ページ、公園維持管理事業、

ちびっこ広場管理補助金について、お聞か

せください。 

 質問番号９番、水みどり課、決算概要１

３６ページ、電気機関車等公開事業の新幹

線等車両公開業務委託料の内容をお聞か

せください。 

 質問番号１０番、防災危機管理課になり

ます。 

決算概要１４４ページ、防災対策事業、

防災士取得費用助成金について、令和５年

度は３万円でした。令和６年度で２５万９，

０００円に増えておりますので、理由をお

聞かせください。 

 質問番号１１番、防災危機管理課、決算

概要１４４ページ、災害対策費の防災資機

材及び備蓄用品整備事業で、水道事業会計

繰出金として４１万７，６００円とありま

す。そちらの内容をお聞かせください。 

 質問番号１２番、防災危機管理課、決算

概要１４４ページ、令和６年能登半島地震

支援事業の水道事業会計繰出金４０万３，

６７８円の内容について、お聞かせくださ

い。 

 以上になります。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 藤原課長。 

○藤原納税課長 御質問２点について、御

答弁をさせていただきます。 

 まず、質問番号１番、督促手数料の内容

につきまして、御答弁をさせていただきま

す。 

 こちらは、納税通知書をお送りさせてい

ただきまして、納期限までにお支払いいた

だけない方に対して、納期限後５０日以内

に当初の税額に５０円を付して、督促状を

発送する内容となっております。 

 ２点目、償還金の内容です。 

 償還金につきましては、市・府民税や固

定資産税、法人市民税等の市税におきまし

て、税額更正や過誤納等により納め過ぎと

なりました税金や、過誤納の状況によって

生じた還付加算金を還付するための予算

となっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 柳瀨会計管理者。 

○柳瀨会計管理者 質問番号３番、決算概

要５４ページの会計管理費の手数料２，６

３７万８，０７９円の内訳につきまして、

御答弁させていただきます。 

 主なものといたしましては、本市の公金

取扱いを行います指定金融機関派出窓口

等の業務事務手数料といたしまして、１，

６５０万円の支出を行っております。 

 内容といたしましては、市役所の１階に

ございます指定金融機関派出窓口の運営、

あと警備会社による現金の輸送業務、また、

公金の支払いにおけます口座振込手数料、

また、各金融機関で市民の方が納められま

した納付書の集計、市公金口座、銀行口座

の管理等の業務を行っていただいており

ます。また、それ以外の手数料といたしま

して、市庁舎１階の入り口に設置しており

ますＡＴＭの設置手数料、また、各収納代

理金融機関での口座引落しの手数料等の

支出となっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号４番、庁舎

管理事業の庁舎改修工事実施設計委託料

についてでございます。 

 こちらは、環境センターの解体に伴いま

して、環境業務課を市役所庁舎で受け入れ

るために必要な部屋であったり、設備など
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を備えるための庁舎改修工事の実施設計

を委託したものでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 ５番目の御質問に

答弁いたします。 

 交通安全推進事業の交通安全対策工事

の内容と、執行額がゼロとなった理由でご

ざいます。交通安全対策工事につきまして

は、警察で実施されます信号や横断歩道の

設置に伴いまして、道路構造を改良する工

事でございまして、これによって交通の安

全と円滑化を図っているものでございま

す。 

 この交通安全対策工事は、警察によって

信号機の設置や横断歩道の設置が行われ

なかった場合は、道路管理者の役割である

道路構造の改良も発生しないものになり

ます。令和６年度につきましては、それが

なかったため、執行額もゼロ円となってい

るものでございます。 

 続きまして、６番目の自転車自動車駐車

場管理事業の土地借上料の内容につきま

して、答弁いたします。 

 駐車場の敷地につきましては、市が所有

する土地が多いですけれども、一部の駐車

場では、企業や個人の土地を借り上げて運

営しておりますので、その費用が必要とな

っているものでございます。ＪＲ千里丘駅

の東側や阪急正雀駅、モノレール南摂津駅

の自転車自動車駐車場において、土地を借

り上げてございます。 

 続きまして７番目、放置自転車等対策指

導委託料の内容につきまして、答弁いたし

ます。 

 放置自転車等対策指導委託料の内容に

つきましては、摂津市自転車等の放置防止

に関する条例に基づきまして、移動保管及

び啓発業務を実施しているものでござい

ます。本業務は、放置禁止区域内に放置さ

れた自転車への警告札による啓発や、自転

車等の利用者に対して自転車駐車場への

駐輪を促す指導を行っておりまして、摂津

市シルバー人材センターに委託している

ものでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 ８番目の御質問の

ちびっこ広場管理補助金について、お答え

いたします。 

 ちびっこ広場管理補助金は、市内のちび

っこ広場において、清掃や除草などを行っ

ていただく自治会等の団体への補助金で

ございまして、箇所数や、面積に応じて補

助金をお支払いしているものでございま

す。令和６年度におきましてはちびっこ広

場９７か所のうち７８か所、団体数としま

しては５４団体の方々に、清掃や除草を行

っていただいております。 

 令和２年度では、団体数が６０団体あり

ましたが、減少傾向にございまして、令和

７年度におきましては５１団体にまで減

少している状況でございます。 

 続きまして、新幹線等車両公開業務委託

料の内容についての御質問にお答えいた

します。 

 新幹線公園におきましては、毎週日曜日

とこどもの日の１０時から１２時及び１

４時から１６時に、新幹線車両と電気機関

車の車両内部を公開しております。この公

開に当たりまして、車両内部の点検や清掃、

見学者の整理・把握等を業務委託として行

っていただいているものでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号１０番、決算
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概要１４４ページの防災対策事業のうち、

防災士取得費用助成金に関する御質問に

御答弁申し上げます。 

 防災士の取得に係る費用の助成金につ

きましては、どうしても年度間で助成金の

申請の数そのものにばらつきが生じます。

令和５年度につきましては１件、そして令

和６年度は９件の申請がございまして、こ

のような決算額の差となっております。 

 続きまして、質問番号１１番、決算概要

同じく１４４ページ、防災資機材及び備蓄

用品整備事業の水道事業会計繰出金につ

いての御質問に御答弁いたします。 

 こちらは、明和池公園内の耐震性貯水槽

の緊急遮断弁に係る点検、それと警報表示

灯の修繕を上下水道部に委託いたしまし

て、当該経費を水道事業会計に繰出金とし

て支出するものでございます。 

 続きまして、質問番号１２番、決算概要

１４４ページの令和６年能登半島地震支

援事業の水道事業会計繰出金に関する御

質問にお答えいたします。 

 こちらは、石川県輪島市へ本市職員を派

遣したことによる必要経費につきまして、

大阪府を通じて石川県へ求償いたします

けれども、本市の水道事業会計にて負担し

た分も一般会計分と合算して、一般会計の

歳入として受けることとなりましたため、

一般会計から当該分を水道事業会計に歳

出として支払うこととなったものでござ

います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 質問番号１番につい

て、税務督促手数料を徴収することの費用

対効果を教えてください。 

 質問番号２番について、年間どれくらい

の件数があるのかと、還付加算金の利率を

教えていただきたいです。 

 質問番号３番に関しましては、説明いた

だきましてありがとうございました。よく

分かりました。この質問は終わらせていた

だきます。 

 質問番号４番に関しましては、環境セン

ターの解体に伴い、環境業務課が市役所庁

舎に引っ越してくるということです。パッ

カー車をはじめ、相当数の車両があると思

いますが、駐車場についても改修されるか

どうか、お聞かせください。 

 質問番号５番について、令和６年度は依

頼がなかったということですが、それ以外

に何か対策など取られていることが今ま

でにあったかどうか、お聞かせ願いたいと

思います。 

 質問番号６番に関しまして、自転車自動

車駐車場は、今後も必要になるかと思いま

すので、引き続きしっかり管理していって

いただきたいと思います。この質問は終わ

らせていただきます。 

 質問番号７番、放置自転車の保管・移動

の台数について、今までの推移を教えてく

ださい。 

 質問番号８番、私は自治会長をしており

ますけども、この広場の管理はすごく大変

でして、雑草の草刈りが一番負担になって

おります。特に昨年、今年、気温も高かっ

たことで、１回草刈りをしても、またすぐ

に伸びてしまう。その伸び方が早かったこ

とで、市民の方からも苦情のお電話をいた

だいております。しかし、７月、８月の暑

いときに自治会員を集めて草刈りをする

ことはできません。そういう現状と、あと、

自治会数が減っている中で、今後、市とし

て除草作業はどうしていこうと考えられ

ているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 質問番号９番、新幹線公園の管理等とい
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うことでしたが、１か月で何人ぐらい人が

訪れるのかをお聞かせください。 

 質問番号１０番、防災危機管理課に関し

てですが、市民への助成と併せて、職員の

防災士資格取得も進められていると思い

ます。現在、何人の職員が取得されて、取

得された職員を、防災に対してどのように

関わらせていこうとお考えなのか、お聞か

せください。 

 質問番号１１番に関しましては、明和池

公園の耐震に係る貯水の検査等とお伺い

しました。明和池公園は、防災の拠点とな

って、大変重要なところだと思います。今

後とも管理等をお願いしたいと思います。

この質問は終わらせていただきます。 

 質問番号１２番について、摂津市で災害

があった際に備えて、派遣した職員の経験

を摂津市のためにフィードバックしてほ

しいと思っております。そこでお伺いした

いのですが、これまで派遣した職員の経験

をフィードバックできた内容等がござい

ましたら、お聞かせください。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 藤原課長。 

○藤原納税課長 ２回目の質問に対して、

お答えをさせていただきます。 

 まず質問番号１番、督促手数料５０円を

徴収することに対しての費用対効果に関

してでございます。 

 納期内に納付されない方に対して、郵便

料金的な意味合いで５０円を加算して徴

収することについては、納期内納付してい

ただいた方との整合性を考えますと、必要

なものと考えております。ただし、現在、

郵便料金が１１０円となっている中で、督

促手数料については昭和６０年以降変更

ございません。 

 費用対効果という考え方からいきます

と、費用が上回っている状況もありますの

で、今後、督促手数料につきましては検討

を進めていく必要があると考えておりま

す。 

 質問番号２番、償還金及び還付加算金の

年間の件数・利率についての御質問でござ

います。 

 まず、年間の返還件数につきましては、

令和６年度で、８５６人に対して返還をさ

せていただいております。 

 還付加算金の利率につきましては、法律

上で年７．３％の割合と還付加算金特例基

準割合のいずれか低いほうの割合となっ

ておりまして、令和６年度につきましては

０．９％の割合となっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号４番、環境

業務課を市役所庁舎で受け入れるための

改修についてでございます。 

 パッカー車等の車両も、３０数台受け入

れる必要がございます。その置き場所でご

ざいますけれども、頻繁に使う１０数台に

つきましては、川沿いの立体駐車場に駐車

する予定でございまして、残りを近畿自動

車道下の第２駐車場に駐車する予定でご

ざいます。 

 なお、これまで川沿いの立体駐車場に駐

車していた公用車の一部を西別館跡地に

駐車予定でございまして、車止めとか、白

線を書いたりという修繕が必要であると

考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号５番の２

回目の質問に答弁いたします。 

 交通安全対策工事のこれまでの実施の
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内容でございます。過去５年の間には、令

和元年と令和２年に、市がこれまで要望し

ておりました横断歩道が警察により設置

されることに伴いまして、歩道の境界ブロ

ックや横断防止柵などを、横断歩道への通

行が可能な形に改良するなどした実績が

ございます。 

 続きまして、７番目の御質問の２回目に

答弁いたします。 

 放置自転車の移動保管台数の推移でご

ざいます。令和６年度の移動保管台数につ

きましては、自転車が３７９台、原動機付

自転車が４台でございまして、これまでの

５年間の推移としましては、おおむね自転

車が３５０台から４５０台程度の間で推

移してございます。 

 直近５年の推移としましては、コロナ禍

の影響もありますので、評価が難しいとこ

ろですけれども、今後も引き続き効果的な

啓発に努めてまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 質問番号８番、ちび

っこ広場における除草作業についての御

質問にお答えいたします。 

 委員がお示しのとおり、自治会等の団体

からは、除草作業の負担が大きいと伺って

おります。負担軽減策を考えていく必要が

あると感じているところでございます。 

 現在、市が管理しております緑地帯等に

おきまして、塩化カルシウムやにがりを試

験的に散布し、防草の効果があるか、確認

を進めているところでございます。一定の

効果が期待できるようであれば、積極的に

使用したいと考えており、散布の方法につ

いても検討を進めていきたいと考えてお

ります。 

 続きまして、９番目の新幹線公園の見学

者についての御質問にお答えいたします。 

 令和６年度の見学者は７，０８２名で、

単純に月平均にしますと５９０名となり

ます。月ごとで見ますと、やはり３月、４

月、５月が多くなっておりまして、３月は

９４１名、４月は１，０９２名、５月は６

５２名となっております。逆に、７月、８

月は少なくなっておりまして、７月が２０

８名、８月が２４２名となっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号１０番、防災

士に関わる２回目の御質問に御答弁申し

上げます。 

 職員の防災士の人数とその関わりにつ

いてでございます。本市の職員で防災士の

認証を受けている者といたしましては、現

在２５名おります。 

 その役割、関わり合いについてですけど

も、災害が起こりまして災害対策本部が設

置されますと、それぞれの課は災害対策本

部体制下のいずれかの班体制に属するこ

ととなりまして、全市を挙げて災害対策業

務に従事することとなります。その際に、

それぞれの班の業務の中で防災に関する

知識・技能といったものを習得した防災士

に、その知識と技術を当該業務に役立てて

いただくことを想定しております。 

 続きまして、質問番号１２番、令和６年

能登半島地震支援事業に関する２回目の

御質問に御答弁申し上げます。 

 派遣した職員が行った業務といたしま

しては、避難所運営の支援、罹災証明書の

発行に係る支援、緊急消防援助隊による活

動、被災建築物応急危険度判定、それから

水道管の漏水調査業務などがございまし

た。 
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 本市へのフィードバック事例といたし

ましては、石川県輪島市で運用されており

ました罹災証明書の交付要項を参考にい

たしまして、本市の要項を作成するに至り

ました。 

 そのほか、避難所運営の支援をはじめ、

実際に現地で職員として行った各種の業

務につきましては、大変貴重な経験となっ

ております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 御答弁ありがとうご

ざいました。 

 質問番号１番、要望となりますが、費用

対効果で考えると、今後も考える必要があ

るとおっしゃられていましたので、手数料

等をどうしていくのかを考えていってく

ださい。要望で終わらせていただきます。 

 質問番号２番の件数と還付加算金の利

率、よく分かりました。またこれに対して

は、皆さん、前もって払っていただいたも

のですので、件数を減らすのは無理だと思

いますが、できるだけ早急に返していって

いただけたらと思います。 

 質問番号４番に関してですが、西別館跡

地も駐車場としてお使いになるというこ

とです。西別館跡地は駐輪場も隣接してお

りますので、市民の出入りが多いところで

す。事故のないよう十分配慮した形で、駐

車場を造っていただきたいと思います。要

望にとどめておきます。 

 質問番号５番に関しまして、安全対策は、

市民が安心・安全で暮らしていく中でとて

も大切だと思っております。今後とも市民

の方からもお話はいろいろあるかと思い

ますので、対応をよろしくお願いいたしま

す。 

 質問番号７番ですが、放置自転車という

のは歩行者や障害者のある方、あとはベビ

ーカーを利用されている方等々、通行の妨

げになるかと思います。車道付近の場合は

視界を遮って、事故にもなりかねないと思

いますので、放置自転車の撤去・保管は、

どんどん進めていただきたいと思ってお

ります。 

 ただし、放置自転車の撤去・保管・返還

には多額の費用もかかっておりますので、

できるだけ放置自転車がない摂津市にし

ていっていただきたいと、御要望申し上げ

ます。 

 質問番号８番、ちびっこ広場に関してで

す。今後、自治会数は減っていきますので、

自治会に頼る管理方法ではなく、市として

も、自治会以外でも管理できるような方法

を模索していっていただきたいと、御要望

を申し上げます。 

 質問番号９番、新幹線公園について、年

間にたくさん訪れていることがとてもよ

く分かりました。新幹線公園は、摂津市の

アピールポイントの一つになっているか

と思います。小さい子たちが喜んで見てい

るところをよく見かけます。訪れる方々が

リピーターなのか、何に魅力があって、新

幹線公園を選んでこられたのか、あと、新

幹線公園でできるイベントなどのアンケ

ートを取っていただいて、そちらを参考に、

新幹線公園のイメージアップに努めてい

ただきたいと、御要望申し上げます。 

 質問番号１０番、防災士の資格取得に関

してです。要望として、他市事業所の摂津

市在住の方が防災士の資格取得をされて

いるとお聞きしています。摂津市は、約４，

０００もの事業所があります。その市内事

業所で働く市民の方が防災士の資格を取

っていただくことで、防災サポーターが増

えて、摂津市の防災力強化につながるので
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はないかと思います。また、そちらもアピ

ールしていただけたらと思いますので、御

要望申し上げます。 

 職員の方もたくさん取得されていると

いうことですので、今後とも災害にあった

ときに生かせるようにしていただきたい

と思います。 

 最後、質問番号１２番、罹災証明書の交

付要項を参考に作成したのは、とてもすば

らしいことだと思います。職員、市民一人

一人が我が事意識で防災を考えることが

大切なので、派遣された職員の方の経験、

培った知識を、まいどおおきに出前講座等

で防災サポーターや市民に広めていただ

きたいことを要望いたします。 

 以上になります。 

○安藤薫委員長 それでは次に、早坂委員。 

○早坂京一朗委員 それでは、１３点の質

問をさせていただきます。決算概要から質

問いたします。 

 まず１点目、５４ページ、市立集会所管

理事業についてです。令和６年度に市立第

３０集会所が解体されておりますが、その

経緯とそこの倉庫関係の維持管理はどの

ようにされているのか、お聞かせください。 

 次に２点目、６６ページ、地区集会所助

成事業についてです。どこの集会所でどの

ような助成を行ったのか、お聞かせくださ

い。 

 ３点目、５６ページ、ＦＭ推進事業につ

いてです。ＦＭ推進とは計画的な維持補修

計画と思っておりますが、令和６年度は決

算額１３９万３，６１６円にとどまってお

ります。何に使ったのか、内容をお示しく

ださい。 

 ４点目、５８ページ、ＤＸ推進事業につ

いてですが、執行率９９．６％となってい

ます。行政経営戦略のデジタル化の現状と

課題でも示されておりますが、行政におい

てはデジタル化の遅れが指摘されており

ます。その遅れを解消するための事業と思

っておりますが、行政経営戦略のオンライ

ン申請など、デジタル化によって手続が便

利になったと思う人が、令和２年度では４

０．９％でした。令和６年度では何％まで

改善されたのか、お聞かせください。 

 次に、５点目、１１８ページ、農業水路

管理事業の水路清掃負担金についてです。

令和６年度、各団体の清掃実績と、現在何

団体あるのか、お聞かせください。 

 次に、６点目、１２４ページ、交通安全

啓発事業についてです。スマホのながら運

転及び自転車の歩道通行禁止やヘルメッ

トの着用など、ここ数年で道路交通法が改

正されておりますが、どういった対応をさ

れてきたのか、お聞かせください。 

 次に、７点目、１２８ページ、駅前広場

施設管理事業の千里丘駅東口改良工事実

施設計委託料、５，７４５万３，０００円

は、どの範囲の実施設計を委託したのか、

お聞かせください。 

 次に、８点目、同じく１２８ページ、正

雀南千里丘線外２路線道路改良事業の土

地購入費は、どの部分を購入して、全体に

占める割合としては何％になるのか、お聞

かせください。 

 次に、９点目、１３０ページ、水路しゅ

んせつ委託料についてです。どこの地域で

どのくらいの延長で実施したのか、お聞か

せください。 

 次に、１０点目、１３２ページ、震災対

策推進事業のブロック塀等撤去補助金に

ついてです。平成３０年の大阪北部地震で、

高槻市の児童が通学時に亡くなられた事

故がありました。その後、全国的にブロッ

ク塀の撤去が始まりましたが、令和６年度
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で、あとどの程度のブロック塀が残ってい

るのか、お聞かせください。 

 次に、１１点目、１３２ページ、狭隘道

路整備事業の狭隘道路拡幅整備助成金が

執行率３４．１％です。令和６年度では、

どこの地域の道路が拡幅されたのか、また、

当初計画との乖離はなぜ発生したのか、お

聞かせください。 

 次に、１２点目、１４４ページ、自主防

災組織支援事業についてです。執行率５６．

２％と、半分程度の執行率になっておりま

す。令和６年度は事務報告書５８ページに

記載されている１０地区で、自主防災訓練

が実施されたとなっておりますが、それぞ

れどのような組織支援を行ったのか、お聞

かせください。 

 次に、１３点目、防災対策事業の防災士

取得費用助成金についてです。非常に良い

取組だと思っております。この助成金の交

付状況についてと、助成を行うことで、市

の事業効果としてどのようなことを期待

されているのか、お聞かせください。 

 １回目の質問は以上です。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 １点目、市立集会所

管理事業について、第３０集会所の解体に

係る御質問にお答えいたします。 

 第３０集会所につきましては、その用地

が借地でございまして、地元自治会と地権

者が土地の使用貸借契約を締結されて、地

元自治会が土地を借りておられて、その借

りた土地の上に、市で集会所を建てたもの

でございます。 

 地元自治会と地権者の間で、その使用貸

借契約が解消されるということで、市で建

てた集会所を解体し、更地にして、地権者

に返還したものでございます。 

 もう一点、倉庫につきましては、集会所

が解体となって地元自治会では地域の活

動のための倉庫の置場を探されていたと

いうことで、我々にも相談がございました。 

 第３０集会所の隣接する市有地に、倉庫

を置いていただくことで、検討していると

ころでございます。なお、倉庫とその設置

費用につきましては、自治会で負担してい

ただくことで調整しておりまして、設置場

所については引き続き自治会と調整を図

ってまいります。 

 ２点目、地区集会所助成事業についてで

ございます。 

 令和６年度の内容ですけれども、正音寺

会館の玄関の土間改修工事に対して、助成

金として１５万円を支出したものでござ

います。 

 次に、３点目、ＦＭ推進事業についてで

ございます。 

 支出の主なものといたしましてはＧＩ

Ｓ保守管理委託料と施設点検委託料がご

ざいます。 

 ＧＩＳ保守管理委託料につきましては、

施設の基本情報や図面、改修履歴などを一

元管理するシステムの保守管理委託でご

ざいます。 

 もう一つの施設点検委託料につきまし

ては、令和６年度から実施しました、ドロ

ーンを活用した施設点検の委託料でござ

います。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 大西副理事。 

○大西総務部副理事 ４点目についてで

ございます。 

 令和６年度の実績は４５．３％となって

おりまして、令和２年度と比較しますと、

４．４ポイントの伸びとなっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 
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○杉山水みどり課長 ５点目の水路清掃

負担金についての御質問にお答えいたし

ます。 

 水路清掃負担金は、実行組合等１３団体

と協定書を取り交わし、水路清掃活動に対

して１人当たり３，０００円を支給するも

のでございます。令和６年度の実績は、１

３団体のうち１０団体で延べ１４回清掃

を行っていただき、延べ２８３名に参加い

ただいております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 ６点目の御質問に

答弁いたします。 

 交通安全啓発事業の道路交通法の改正

に伴う対応でございますが、改正に合わせ

まして、警察とも連携して対応を協議して

おります。 

 スマホのながら運転につきましては、市

内小・中学校へ啓発チラシの配布を行った

り、市内主要駅での啓発キャンペーンや広

報・ＬＩＮＥの配信などを活用した啓発を

行っております。 

 また、自転車のルールにつきましては、

公民館等で開催される集会での安全運転

講習、一部自転車通学が可能となっている

第三中学校の中学１年生を対象とした自

転車の交通安全教室等を行っております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 ７点目の御質問にお

答えいたします。 

 実施設計の委託の範囲につきましては、

ＪＲ千里丘駅東口駅前広場内の歩道の舗

装改良、それからバス停の上屋の改良、連

絡通路、つまりペデストリアンデッキでご

ざいますが、その上屋改良であったり舗装

改良の工事発注に必要な検討資料、設計図

書等の作成内容となってございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 ８点目の御質問に

答弁いたします。 

 土地購入費の購入した部分と全体に占

める割合でございます。令和６年度の取得

用地につきましては、歩道整備計画の範囲

ではなくて、令和４年度に取得した歩道整

備用地の残地部分となってございます。 

 土地購入の理由としましては、令和２年

の道路法改正により、道路区域内での歩行

者の利便増進を図ることが可能となりま

したことから、その用地として取得したも

のでございます。歩道整備計画の令和６年

度末時点での進捗は、約６５％となってお

ります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 ９点目の水路しゅ

んせつ事業についての御質問にお答えい

たします。 

 令和６年度の水路しゅんせつは、総延長

で１，００８．５メートル、市内７か所で

実施しております。内訳といたしましては、

学園町１丁目１番地先で６４．５メートル、

庄屋１丁目９番地先で１０４メートル、鳥

飼野々１丁目３１番地先で１５メートル

及びます２か所、鳥飼西５丁目２番先で１

５０メートル、鳥飼西５丁目３番地先で１

１５メートル、桜町１丁目１番地先で２６

０メートル、一津屋１丁目１番地先で３０

０メートルでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 篠﨑建築課長。 

○篠﨑建築課長 １０点目のブロック塀

撤去補助金について、お答えいたします。 

 ブロック塀撤去補助金の事業開始当初
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に、各小学校に協力をいただきまして、通

学路のブロック塀の調査を実施しており

ます。その中から、外観目視によりまして、

危険と思われるブロック塀をピックアッ

プいたしました。 

 令和６年度では、注視しておりますのが

１０件ありましたが、個別啓発によりまし

て、１件改修し、現在注視しているブロッ

ク塀が９件残っております。 

 また、住宅などに附属しておりますブロ

ックなどの外構は、個人所有の資産であり

ます。仮にそのブロック塀が原因の事故が

起これば、所有者の責任となりますので、

原則は所有者で維持管理をしていただか

ないといけないものと考えております。 

 続きまして、１１点目の狭隘道路整備事

業の御質問にお答えします。 

 住宅などを建築する際には、建築敷地が

接する道路種別や用途地域などの調査に

事前に来られます。そのときに、道路幅員

が４メートルに満たない道路に接してい

る場合、狭隘道路整備の協議が必要である

ことをお知らせしまして、道路管理課と協

議を行うよう案内しております。 

 その協議におきまして、狭隘道路拡幅整

備の対象路線であれば、後退方法や後退部

分の管理方法などを協議しております。 

 また、その協議におきまして、道路部分

の寄附もしくは使用契約をする内容で、協

議が成立し、整備していただきました事業

主に対しまして、側溝整備や舗装復旧費な

どの費用を助成する事業でありまして、年

度ごとに計画的に地域や路線を決めて実

施している事業ではございません。 

 住宅の建て替えなどの際に、道路拡幅整

備を事業主にお願いしている事業で、令和

６年度では３件の助成となっております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 １２点目、自主防災組

織支援事業に関する御質問にお答えいた

します。 

 支援の内容は、主に毎年実施される自主

防災訓練におきまして、必要となる物品を

上限５万円まで現物により支給をいたし

ております。 

 予算執行率が低いことにつきましては、

全ての地区で実施に至らなかったことと、

上限５万円を使い切っていない地区がご

ざいますので、結果としてそのような決算

額になっております。 

 令和６年度は１０地区に対しまして、携

帯トイレ、ＬＥＤハンドライト、スモーク

液などを支給いたしました。そのほか、人

的支援といたしまして、自主防災訓練の内

容の御相談に応じるとともに、訓練の際に

は、訓練内容に応じて担当部署の職員が講

師として参加いたしております。 

 それから質問番号１３番、防災士取得費

用助成金の交付状況及び事業効果につい

ての御質問にお答えいたします。 

 令和６年度の防災士取得費用助成金に

つきましては、男性６名、女性３名、合計

９名の方に交付いたしました。 

 防災士は、社会の様々な場で防災力を高

める活動が期待されておりまして、そのた

めの十分な意識と一定の知識・技能を習得

したとして、認証を受けた方々でございま

す。そういった方々が増えること自体は、

市全体の防災力の向上に大きく寄与する

ものであると認識していると同時に、その

取得費用を助成する際に、本市が行う防災

サポーター養成講座を御受講いただきま

して、防災サポーターとして御登録いただ

くことといたしておりますので、本市の各

種防災事業に御協力いただくことを期待
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するものであります。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 早坂委員。 

○早坂京一朗委員 ２回目の質問をさせ

ていただきます。 

 まず、１点目の市立第３０集会所の解体

工事の経緯は分かりました。この自治会は、

消防団も解散し、老人クラブも解散されま

した。これまでの活動拠点がなくなる自治

会も、会員数が激減しております。所管は

違いますが、活動拠点を味生公民館などで

行っていると伺っています。今後も集会所

が老朽化し、廃止になる場合は、より慎重

に検討していただきますよう、要望として

おきます。 

 また、倉庫の設置について、先ほどの答

弁ですと、倉庫の規模によれば、確認申請

も要りますし費用もかかると思っており

ます。これは、行政で行っていただけない

かと思っていたのですが、今の答弁で言う

と、自治会でやることになっているとの認

識でよろしいでしょうか。 

 次に、２点目の質問について、地区集会

所は市立集会所とは違い、地域で建てられ

たものと認識しています。現在、市で助成

事業の対象となる地区集会所と呼ばれて

いるものは何か所あるのか、お聞きいたし

ます。 

 ３点目のＦＭ推進事業についてです。令

和６年度からドローンを活用した施設点

検を実施されているということで、何か所

調査したのか、またその効果について、お

聞きいたします。 

 次に４点目、ＤＸ推進事業については、

これからますます進化していくと思って

おります。現状から、今後のお考えをお聞

かせください。 

 次に、５点目の質問、農業水路管理事業

についてです。参加者の人数傾向はどのよ

うになっているのか、また、私自身も水路

清掃に参加した経験もありまして、団体も

減少傾向にあると感じております。 

 水路清掃ができないところが増えたと

き、市としてどのように取り組んでいくの

か、お考えをお聞かせください。 

 次に、６点目、交通安全啓発事業につい

て、現状の評価をお聞かせください。 

 ７点目の駅前広場施設管理事業の千里

丘駅東口改良工事実施設計委託料につい

て、工事に伴い、利便性の向上に向けて変

更される箇所があるのか、お聞かせくださ

い。 

 次に、８点目の正雀南千里丘線外２路線

道路改良事業についてです。令和６年度の

取組内容は理解いたしました。要望として、

かなり狭い場所でもありますので、歩行者

の安全確保のためにも、引き続き取組をお

願いいたします。 

この質問は終わりにいたします。 

 ９点目の水路しゅんせつ事業について、

内容は分かりました。この質問は終わりま

す。 

 次に、１０点目、震災対策推進事業のブ

ロック塀等撤去補助金についてです。制度、

取組の内容は分かりました。また財産権が

制約となり、課題であることも理解いたし

ました。 

 しかし、所有者の動機づけとなる補助金

が令和７年度で終了という話を伺ってい

ます。今後の取組をどのように考えている

のか、お聞かせください。 

 次に、１１点目、狭隘道路整備事業につ

いてです。こちらについて、周知啓発が重

要と考えております。今後の取組はどのよ

うに考えているのか、お聞かせください。 

 １２点目、自主防災組織支援事業につい
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てです。こちらについては、市としてどの

ような課題認識を持っているのか、お聞か

せください。 

 次に、１３点目、防災対策事業の防災士

取得費用助成金についてです。防災サポー

ターは現在摂津市に何人おられるのか、ま

た、どのような活動をしていただこうとし

ているのか、お聞かせください。 

 以上、２回目を終わります。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 １点目、第３０集会

所解体に係る倉庫についてでございます。 

 自治会活動で使用する倉庫は、本来的に

は自治会で設置するべきものと考えてお

ります。なお、確認申請が不要な規模の倉

庫ということで、自治会には参考のものを

お示ししながら調整を行っております。自

治会も御納得いただいている状況でござ

います。 

 次に、２点目、地区集会所についてでご

ざいます。こちらは、自治会など地域で建

てられた、地域住民のための集会施設でご

ざいます。現状、事業の対象となる市内の

地区集会所は９か所と認識しております。

こちらは地域での様々な活動に活用され

ていると認識しております。 

 次に、３点目、ＦＭ推進事業についてで

ございます。 

 こちらの施設点検委託料については、令

和６年度として、正雀体育館、それと第１

児童センターの２か所の点検を実施いた

しました。外壁や屋上など、目視では確認

が難しい場所の点検にドローンを活用す

ることで、より精度の高い点検が実施でき

たと考えております。 

 実際に、鮮明な画像で確認ができますの

で、今後も適切な施設点検につながるもの

と考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 大西副理事。 

○大西総務部副理事 ４点目についてで

ございます。 

 ＤＸを進めていくためには、全職員の当

事者意識と危機意識が最も重要になって

まいります。この意識を全庁的に醸成して

いくため、今年度新たにＤＸ推進計画の策

定を考えており、現在策定作業を進めてお

ります。 

 本計画で、本市としてのＤＸの考え方や

各課の取組の方向性を明確にしていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 水路清掃について

の御質問にお答えいたします。 

 まず、団体数につきましては、令和２年

度までは１４団体で、令和３年度から１３

団体となっております。 

 参加者数につきましては、１０年前の平

成２７年度では４９３名参加いただいて

おりましたが、令和６年度では２８３名で、

こちらも減少傾向にあります。 

 今後、清掃活動から退いていかれる団体

もおられる中で、市で管理していくことに

なると考えております。 

 水路しゅんせつ事業等で要望に応じて、

しゅんせつ作業を実施していくことにな

ると考えておりますけども、団体数が令和

３年度で１団体減った段階におきまして

は、水路しゅんせつ作業が格段に増えたと

いったことはございませんでした。今後も

この水路しゅんせつ作業の中で、清掃も含

めて、対応できるものと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 ６点目の２回目の
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御質問に答弁いたします。 

 現状の評価についてでございます。なが

ら運転、酒気帯び運転の罰則強化に伴う対

応としましては、事故件数や摘発状況など

による評価は難しいところと考えており

まして、今後も引き続き、交通安全教室や

キャンペーンなどの機会を捉えて、啓発を

していきたいと考えております。 

 自転車ヘルメットの着用促進につきま

しては、府警本部が令和７年４月に実施さ

れました独自調査の結果では、摂津市の着

用率が府内平均より高いものの、１０％に

も満たないと聞いております。決して高く

ないことは認識しておりますので、今後も

警察と連携しながら、工夫をした啓発を実

施してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 ７点目の２回目の御

質問にお答えいたします。 

 改良工事に当たりまして、どのような点

を考えていくのかということで、利便性の

向上などのお問いであったかと思います。 

 千里丘駅東口の駅前広場につきまして

は、先立って再開発事業で、駅ビルと併せ

て駅前ロータリー広場が、平成４年に供用

を開始されております。そこからいきます

と、もう既に３０数年経過しており、あち

こちでかなり老朽化の状況が見られます。 

 まず、駅を降りていただくと、駅前広場

の歩道の舗装がかなり傷んでいる状況が

見受けられ、タイルの舗装は破損であった

り割れ、その割れによって穴ぼこができ、

御高齢の方であったり、障害をお持ちの方

には非常に歩きづらい状況でございます。 

 それから駅舎から直接駅前ビルの２階

に接続する連絡通路も、階段と併せてスロ

ープが設置されておりますが、平成の初め

に設置しておりますので、現行のバリアフ

リーの基準には必ずしも適合していない

状況がございます。 

 それと屋根でございます。上屋の部分で

も、劣化が進んでおりまして、雨漏りや天

井が落下するという事案も過去にござい

ました。 

 そのような現状、問題点を踏まえまして、

駅前広場ですので、当然バスなり、タクシ

ーなり、一般車両の出入りもございますし、

乗降者数も摂津市で一番多い駅でござい

ますから、千里丘駅西口の再開発と連動い

たしまして、このたびリニューアルを考え

ております。 

 リニューアルに際しましては、駅前広場

の特性を踏まえまして、３点、交通環境、

にぎわい、バリアフリー、これらの改良を

主眼に考えて取り組んでおります。 

 具体的には、歩道の舗装タイルの改良、

メンテナンスフリーの膜屋根への改良、ス

ロープのバリアフリー基準に合わせた改

良、バス停の寄りつきの改良等々、高齢者

や障害者などの多様な利用者の利便性向

上につながる改良、リニューアルを行う設

計仕様とさせていただいております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 篠﨑建築課長。 

○篠﨑建築課長 １０点目のブロック塀

撤去補助金につきまして、令和７年度をも

ちまして補助制度終了を予定しておりま

すが、ブロック塀の維持管理の必要性や重

要性、またそれを怠ることによります倒壊

等による事故リスクなどの啓発は、今後も

継続して実施してまいりたいと考えてお

ります。 

 それから１１点目の狭隘道路整備事業

につきまして、我々も周知啓発は重要であ

ると認識しております。現在、道路管理課
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と建築課の担当者間で、効果的な周知方法

について意見交換を行っておるところで

あります。 

 今後も制度の趣旨を理解していただき

まして、狭隘道路の解消が図られるよう、

継続して周知啓発を実施してまいります。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 １２点目の２回目の

御質問にお答えいたします。 

 自主防災訓練の市としての課題意識に

ついてでございます。 

 自主防災組織につきましては、小学校区

ごとに連合自治会を単位として組織され

ております。昨今では、自治会の加入者が

減少傾向にあります。また、自治会そのも

のも存在しない地域がある中で、どのよう

にすれば、より多くの方々が訓練に御参加

いただけるのかを考えていく必要がある

と考えておるところでございます。 

 それから質問番号１３番、防災サポータ

ーに関する質問にお答えいたします。 

 防災サポーターは、令和６年度末で１０

９名の登録をいただいております。防災サ

ポーターの方々には、平時には地域版防災

マップや避難所運営マニュアルの作成に

携わっていただいておりまして、市が実施

いたします研修にも御参加いただいてお

るところでございます。 

 また、災害時におきましては、自助、共

助、公助をうまく連携させるための潤滑油

となっていただき、それぞれのお住まいの

地域におきまして、各避難所等で自助と共

助、それから共助と公助の連携について、

地域防災の要となっていただきたいと考

えているところでございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 早坂委員。 

○早坂京一朗委員 答弁いただきありが

とうございます。 

 １点目の市立集会所管理事業について

は、理解いたしました。今後も地区集会所

は、地域コミュニティ活動の場として重要

な役割を担っているところでございます

ので、引き続きの支援をお願いいたしまし

て、要望といたします。 

 次に、２点目の地区集会所につきまして

も、分かりました。同じく、引き続き支援

をお願いして、この件を終わります。 

 続いて、３点目のＦＭ推進事業について、

こちらも理解いたしました。今後も費用対

効果を考えながら、施設の延命に御尽力い

ただきますようお願いして、この質問を終

わります。 

 次に、４点目のＤＸ推進事業について、

かなり取り組んでおられると思っており

ます。今後についても、推進していくとい

う答弁だったので、引き続きよろしくお願

いいたします。 

 次に、５点目についてです。農業水路管

理事業、非常に減少傾向にあることは、先

ほどもおっしゃいましたけれども、今後、

市として取り組んでいくことは理解いた

しました。 

 なかなか厳しいところはあるかと思い

ますが、引き続き支援のほどをよろしくお

願いいたします。 

 ６点目、交通安全啓発事業についても理

解いたしました。ニュースでもかなり今、

注目されていると思います。なかなか啓発

しようにも浸透しなかったりとか、厳しい

ところは重々理解しておりますが、市民の

安全、そして歩行者も含めて、加害者、被

害者が生まれないように、引き続き啓発の

ほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、７点目の駅前広場施設管理事業に
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ついてです。千里丘駅前は、私自身も挨拶

運動で行くことがありまして、少し気にな

る箇所は確かにございます。答弁の中では、

全て取り組んでいただけるのではないか

と、安心をいたしました。今後も取組をよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、震災対策推進事業のブロック塀に

ついてです。答弁にあるように、難しいこ

とは承知しておりますが、こちらについて

も、同じく被害が生まれないように、安全

の確保だけでもできるように、継続して啓

発運動等、また、別のアプローチとかで、

被害が出ないように取り組んでいただけ

ればと思っております。そういった要望を

して、この質問を終わります。 

 １１点目の狭隘道路整備事業について、

こちらについても理解いたしました。今後

も引き続き、よろしくお願いいたします。 

 １２点目の自主防災組織支援事業につ

いて、災害時には、自治会に入っていない

方も避難所に大勢来られることが十分予

想されると思います。災害時には、先ほど

答弁にもありました、自助・共助・公助と

ある中で、地域コミュニティによる共助の

考え方は欠かすことができないものと思

っております。 

 自主防災訓練は、自治会員だけが参加す

ればいいものではないことは明らかなの

で、ぜひとも広く参加いただけるような訓

練にしていただけるよう、自主防災組織と

連携して取組を進めていただけることを

要望して、この質問を終わります。 

 １３点目、防災対策事業についてです。

こちらについても理解いたしました。防災

士、防災サポーターは、災害時の現場で活

躍いただける貴重な人材だと考えており

ます。 

 熱意をお持ちの方がきちんと御活躍い

ただけるように、日頃から十分に連携を取

り、防災力の向上に向けて取り組んでいた

だきたいと要望して、私からの質問は以上

とさせていただきます。 

○安藤薫委員長 続いて、長田委員。 

○長田知樹委員 １２点の質問をさせて

いただきます。 

 まず、質問番号１番、財政課にお伺いし

ます。 

 決算概要５０ページ、財政課の指名登録

事業について、具体的にどういった事業な

のか、御説明をお願いします。 

 次に、質問番号２番、資産活用課です。

決算概要５４ページ、市立集会所管理事業

について、それぞれの集会所の稼働率を把

握されているか、お伺いします。 

 次に、質問番号３番、情報政策課です。

決算概要５８ページ、ＤＸ推進事業におけ

るシステム使用料がおよそ１，１００万円

計上されていますが、その中身についてお

聞かせください。 

 次に、質問番号４番、道路管理課です。

決算概要１２４ページの土木維持作業事

業についてです。事務報告書２５４ページ

を確認すると、様々な作業をされているこ

とが分かりますが、これらは特定の地域を

重点的に行う計画なのでしょうか。それと

も、市民からの要望や通報を受けて、対応

する作業なのでしょうか。確認をさせてく

ださい。 

 続きまして、質問番号５番も道路管理課

で、すぐ下の地理情報システム整備事業に

ついてです。備考欄に地図情報を共有でき

る基盤地図として、道路台帳の電子化とあ

りますので、この事業を実施した上でＤＸ

につなげていくのだと思いますが、具体的

にどういった展望を予定しているのか、お

聞かせください。 
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 次に、質問番号６番から１０番まで、道

路交通課にお伺いします。 

 まず、決算概要１２４ページ、交通安全

啓発事業に関して、事務報告書の２６５ペ

ージに、一般・高齢者向けの交通安全教育

の実績が掲載されていますが、この参加人

数は想定よりも多かったのでしょうか。参

加状況をお伺いしたいと思います。 

 次に、質問番号７番、違法駐車追放事業

についてです。この事業の効果測定として、

啓発チラシ及び警告ステッカーの貼付枚

数の過去３年間における推移を教えてく

ださい。 

 続きまして、質問番号８番、その下の自

転車自動車駐車場管理事業についてです。

事務報告書２６７ページを見ると、南摂津

駅前第２駐車場が年間で１台しか使われ

ておりません。恐らく、市民の方に駐車場

の存在が認知されていないのかと思われ

ますが、原因について御説明をお願いしま

す。 

 次に、質問番号９番は、決算概要１２６

ページの道路反射鏡安全維持事業につい

てです。 

 カーブミラーの修繕料が、約１，３２５

万円計上されており、しっかりと維持管理

をされていると思われますが、新たに設置

することはしていないのでしょうか。お伺

いしたいと思います。 

 次に、質問番号１０番です。決算概要１

２８ページの千里丘三島線道路改良事業

について、改めてこの事業の内容をお聞か

せください。 

 次に、質問番号１１番、決算概要１３２

ページ、建築課、多世代同居・近居支援事

業に関して、執行率の分析をお願いいたし

ます。 

 次に、質問番号１２番、決算概要１３４

ページ、水みどり課です。公園維持管理事

業に関して、公園の維持管理における優先

順位の考え方をお示しください。 

 １回目の質問は以上です。 

○安藤薫委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○安藤薫委員長 再開いたします。 

 長田委員の１回目の質問に対する答弁

から始めていきたいと思います。 

 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、財政課に

係る御質問について、御答弁申し上げます。 

 質問番号１番、決算概要５０ページ、指

名登録事業についてです。 

 事業内容でございますが、摂津市が行う

工事や製造の請負、各種委託、物品の購入

などの競争入札等に参加いただくため、入

札参加資格申請を受付いたしまして、資格

審査を行うものとなっております。 

 この事業者の登録につきましては、４年

に１回でございまして、また中間年である

２年目の終了時に、追加受付及びランク見

直しを行います。令和６年度で行いました

ものは、令和７年度から、令和１０年度の

入札参加資格の申請を受け付けして、資格

審査を行ったものでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号２番、市立

集会所管理事業についてでございます。 

 市立集会所につきましては、市民の文

化・福祉の向上を図るために設置している

ものでございます。その稼働率でございま

すが、高いところとそうでないところ、

様々でございます。 

 稼働率につきましては、管理委託の実績
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報告で把握に努めているほか、昨年度から

管理の受託者にヒアリングを実施してお

りまして、その中で把握に努めているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 大西副理事。 

○大西総務部副理事 質問番号３番でご

ざいます。 

 システム使用料の主なものにつきまし

ては、ＲＰＡツールの使用料、業務用チャ

ットツールの使用料、ＡＩ文字起こしツー

ルの使用料となっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 質問番号４番、道路管

理課に関わります内容についての御質問

にお答えいたします。 

 まず、土木維持作業事業で、市民要望か、

特定地域の要望かとのお問いであったか

と思います。この委託につきましては、主

に市民要望という趣旨で、作業を委託して

おる内容でございます。 

 この事業の目的といたしましては、市内

の土木施設、道路、公園や水路、排水施設

等の維持保全を図る目的で実施をいたし

ております。 

 事務報告書２５４ページに記載をいた

しておりますとおり、令和６年度は年間８

４２件、作業実施をいたしております。そ

のうち主な作業といたしましては、草刈り

を含む道路清掃が２５５件ございます。 

 次に、不法投棄物及び公園のごみ回収、

これが１７５件でございます。 

 ３点目が道路施設修理１１８件など、多

岐にわたる内容で、市民の要望、ニーズを

捉えて実施しているものでございます。 

 続きまして、質問番号５番でございます。

地理情報システム整備事業の道路台帳整

備に係る将来展望とのお問いであったか

と思います。 

 こちらの地図情報システム整備事業の

目的としましては、地図情報が共有できる

基盤地図として、道路台帳の電子化を図る

目的で実施させていただいております。 

 この決算概要の１２６ページでござい

ますが、道路橋りょう総務費で、道路台帳

更新事業がございまして、道路敷資料電子

化委託料、それと現況平面図等修正及び認

定道路網図作成委託料がございます。この

電子化をするベースのシステムを、委員が

お問いの地図情報システム保守点検委託

料で、年間保守をさせていただいている内

容でございます。 

 展望といたしましては、現在、全庁的に

デジタル・トランスフォーメーションの内

容で、見直しに向けて取組をされていると

ころでございます。道路台帳を所管してお

ります道路管理課におきましても、これら

の電子化をベースにした形で取組、見直し

を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号６番から

１０番に答弁いたします。 

 まず、質問番号６番、交通安全啓発事業

の事務報告書２６５ページの交通安全教

育実施状況のうちの４番、一般・高齢者の

参加状況についてです。まず、高齢者の交

通安全教室につきましては、自治会や老人

クラブへ案内して実施しておりまして、例

年４０人から６０人程度の参加をいただ

いております。 

 秋の交通安全大会につきましては、摂津

市民文化ホールで開催しておりまして、一

般席がほぼ満席の約４００人の参加をい

ただきました。 
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 あと、主に公民館や集会所等で実施して

おります交通安全講話につきましては、参

加人数が２０人から４０人程度で推移し

ております。こちらは主に高齢者の活動の

際に、お時間をいただいて交通ルールの周

知を図っているものでございますので、参

加を募って実施しているものではござい

ません。 

 続きまして、質問番号７番、違法駐車追

放事業の啓発内容と、３か年分の啓発結果

の推移でございます。こちらにつきまして

は、違法駐車を防止する啓発や警告チラシ

を自動車に貼り付ける、もしくは運転者に

渡すなどの違法駐車を防止する取組でご

ざいます。令和４年度から令和６年度の啓

発結果の推移といたしましては、啓発・警

告チラシともに１日平均の貼付枚数は減

少傾向となっております。 

 警告チラシを貼付した後も違法駐車が

継続するなど、悪質な場合は警察への通報

も行っております。こちらは令和５年度に

通報が３件ありましたけれども、そのほか

は１件程度で推移しております。 

 続きまして、質問番号８番、自転車自動

車駐車場管理事業の南摂津駅前第２駐車

場の現状と利用上の周知についてでござ

います。 

 委員が御指摘の南摂津駅前第２駐車場

につきましては、利用者数が少ないことを

認識しております。駐車場からは、エレベ

ーターを使って南摂津駅にアクセスする

ことができますので、身体障害者用の駐車

区画を３台設置しているところでござい

ます。施設案内のホームページには身体障

害者スペースとの表示をしておりますけ

れども、今後、利用者目線での周知も検討

してまいります。 

 続きまして、質問番号９番、道路反射鏡

安全維持事業につきまして、道路反射鏡の

新設の考え方についてでございます。 

 道路反射鏡につきましては、見通しの悪

い交差点や道路の曲がり角において、自動

車ドライバー同士の安全確認を補助する

施設として設置しておりまして、現在市内

に約１，３００基ございます。 

 道路反射鏡は狭隘な道路の多い本市内

におきましては、過去に積極的に設置して

きた時期がございました。しかしながら、

近年、死角による接触事故や、一旦停止し

ないなどのデメリットも明らかになって

きておりますので、道路反射鏡の設置基準

を策定して、令和３年度から運用してござ

います。現在は設置基準に基づきまして、

要望のあった場所の状況を確認して、設置

の可否について慎重に判断しているとこ

ろです。 

 令和６年度につきましては、ほかの修繕

と合わせまして、電柱に共架する形で１か

所、１面のみの設置をしております。 

 続きまして、質問番号１０番、千里丘三

島線道路改良事業の三島工区についてで

す。この事業におきましては、府道十三高

槻線との交差点から三島まちかど広場ま

での区間における歩道整備事業となって

おります。 

 現在、歩道幅員が２メートルに満たない

西側につきまして、幅員３．５メートルの

歩道整備に向けまして取組を進めており

ます。 

 令和６年度につきましては、用地測量業

務を実施して、歩道整備に必要な用地の範

囲を確定したところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 篠﨑建築課長。 

○篠﨑建築課長 質問番号１１番の多世

代同居・近居支援事業について、お答えし
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ます。 

 この事業は多世代が地域の中で交流し、

安心して暮らすことができるまちづくり

を支援することを目的とした事業でござ

います。 

 支援内容としましては、既に摂津市内に

居住している親世帯もしくは子世帯と同

居または近居を目的に、市外から転居して

きた親世帯もしくは子世帯を対象に、転居

の場合は上限５万円、リフォームした場合

は上限２５万円、新たに住宅を取得した場

合は上限４０万円を補助金として支出し

ているものでございます。 

 この制度が始まった当初は、マンション

開発や戸建て住宅などの新規開発が多か

ったこともありまして、転入者も多く、令

和５年度までは満額近く執行しておりま

したが、近年新たな住宅開発が減ったこと

によりまして、申請も減ったものと思われ

ます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 公園の維持管理に

おける優先順位についての御質問にお答

えいたします。 

 まず、公園遊具につきましては、毎年点

検を実施しており、遊具の状態が健全なも

のをＡ、緊急に修繕等が必要なものをＤと

する４段階で判定しております。この点検

結果に基づき、Ｄ判定となった遊具から順

次修繕を実施しております。 

 遊具以外の公園施設の修繕につきまし

ては、公園ごとに優先順位をつけて実施し

ているものではございません。市内の都市

公園やちびっこ広場など全般的に、点検や

清掃、除草、砂場の消毒といった日常管理、

噴水やせせらぎなどの水景施設の管理、お

おむね年２回の樹木剪定、これらを毎年実

施しております。 

 また、こうした業務における点検で損傷

を確認したものや、市民からの要望等に応

じて適宜修繕を実施しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 御答弁ありがとうござ

います。 

 質問番号１番について、事業内容は理解

いたしました。続いてお伺いします。現在

登録されている事業者全体のうち、摂津市

内の事業者はどの程度の割合を占めてい

るのか、お聞かせください。 

 次に、質問番号２番の集会所について、

稼働率の高いところとそうでないところ

があるとのことでしたが、傾向や共通点な

どがあるのか、どのように分析されている

か、お聞かせください。 

 次に、質問番号３番について、現在導入

されている各種ツールの現状の活用状況

をお聞かせください。 

 次に、質問番号４番について、道路等の

維持管理は、ふだんの生活の中で市民の方

が直接暮らしやすさを実感する部分でも

あります。今後も小さな声や現場の情報を

大切にしながら、丁寧な対応を続けていた

だければと思います。要望として申し上げ

ます。 

 続きまして、質問番号５番について、今

後の展望をお伺いしました。地理情報シス

テムの整備は単なるデジタル化にとどま

らず、業務の効率化やコストパフォーマン

スの向上、さらには市民サービスの質の向

上にもつながる重要な取組だと考えます。

今後もＤＸの推進を通じて、より効果的で

実用的な運用を進めていただきたいと思

います。 
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 以上、要望として申し上げます。 

 次に、質問番号６番について、交通安全

の啓発活動は、数字で成果を図りにくい分

野ではありますが、事故防止や意識啓発と

いう面で非常に重要な取組だと思います。

可能であれば、参加者の属性や傾向なども

把握しながら、より効果的な運用に努めて

いただきたいと思います。 

 以上、要望として申し上げます。 

 次に、質問番号７番については、過去３

年間の推移から減少傾向にあるというこ

とで、一定の効果が確認できました。今後

もコストパフォーマンスに留意しながら、

違法駐車による重大な事故を防ぎ、地域住

民の不安やトラブルが蓄積しないよう、引

き続き丁寧な取組を進めていただきたい

と思います。 

 以上、要望として申し上げます。 

 次に、質問番号８番について、南摂津駅

前第２駐車場が身体障害者用駐車場であ

ることが分かりました。確か、モノレール

摂津駅の２台分の駐車場も身体障害者用

であり、こちらは年間で２４９台の利用が

あります。南摂津駅前第２駐車場も、需要

自体はあるかと考えております。せっかく

駐車場を用意されているので、利用してい

ただけるよう看板の設置などを検討なさ

ってください。 

 また、駐車場に関連して、自転車につい

ても触れたいのですが、駐輪場の供給が需

要に対して不足すれば、おのずと放置自転

車も増えてしまうと考えますが、関連性に

ついて見解をお伺いします。 

 次に、質問番号９番について、カーブミ

ラーの設置基準を設けたとのことで、理解

いたしました。今後も市民の安全を最優先

にしつつ、必要な箇所への適切な対応と併

せて、維持管理費の最適化にも努めていた

だければと思います。 

 以上、要望といたします。 

 次に、質問番号１０番について、事業内

容の御説明ありがとうございます。私もふ

だんからよく通る場所ですが、道路が狭く、

またバス停もあることから、交通の流れや

住民生活への影響も大きい場所です。ぜひ

地域の皆さんの安全や利便性にも配慮し

ながら、可能な限り滞りなく事業を進めて

いただきたいと思います。 

 以上、要望として申し上げます。 

 続きまして、質問番号１１番の多世代同

居・近居支援事業ですが、私はこの事業に

非常に可能性を感じております。私自身も

２歳の娘を育てる、まさに子育て世代です

が、現在の子育て環境は、核家族化が進み

すぎて、父親と母親に負担が集中しすぎて

います。多世代の同居・近居によって、祖

父母など子育てに関わる大人の人数が増

えることは、父親、母親がゆとりを持って

子育てに取り組めるようになり、子育ての

しやすさやウエルビーイングにつながる

と考えます。今年３月の総務建設常任委員

会でも、藤浦委員が積極的な周知を要望さ

れていたかと存じますが、ぜひこの補助金

制度について広く市民の方に利用してい

ただけるよう、私からもさらなる周知を要

望して、この質問を終わります。 

 最後に、質問番号１２番の質問ですが、

優先順位の考え方については理解いたし

ました。 

 公園内の蛍光灯に関しては、トイレなど

設備ごとに順を追って計画的にＬＥＤに

交換していくのでしょうか。方針をお聞か

せください。 

 ２回目の質問は以上です。 

○安藤薫委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 ２回目の質問に御
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答弁申し上げます。 

 質問番号１番で、入札参加資格登録業者

の、市内業者の割合はどうなっているかと

いうことでございました。令和７年度から

の入札参加資格の登録業者ですけれども、

登録の種類別で分けて申し上げさせてい

ただきますが、市内業者を、市内本店があ

る業者と定義しますと、工事では８９０件

中６２件で７．０％、設計監理等では５１

２件中３件で０．６％、その他ですが、物

品や業務委託等では１，３７９件中５３件

で３．８％となっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号２番、集会

所についてでございます。 

 集会所は、コミュニティプラザやコミュ

ニティセンターに比べて、より地域に密着

した施設でございます。 

 稼働率の高いところとそうでないとこ

ろの傾向でございます。自治会活動などの

地域の活動が盛んなところは、稼働率が高

くなっていると考えております。また、一

つの集会所に対して、一つの自治会で使っ

ているところと、複数の自治会で使ってい

るところがございまして、こうした違いも

稼働率に影響しているものと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 大西副理事。 

○大西総務部副理事 質問番号３番につ

いてでございます。 

 ＲＰＡにつきましては、業務上でのチェ

ック作業等をシステム上において自動で

行うことができるツールとなっており、現

在、市民税課や国保年金課等でよく活用さ

れております。 

 業務用チャットツールにつきましては、

全職員が利用できる環境となっており、既

存の庁内メールよりも迅速にコミュニケ

ーションを図ることができ、業務効率化の

一助になっております。 

 また、ＡＩ文字起こしツールにつきまし

ては、会議等での音声データを自動で文字

起こしできるものとなっており、各課の会

議録作成の時間短縮に寄与しております。

ただし、文字起こしの正確性には課題があ

り、完全に自動化するものとはなっており

ません。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号８番の２

回目の御質問に答弁いたします。 

 駐輪場の満車が多いことと、放置自転車

の移動保管台数には、一定の関連性がある

と思っております。 

 放置自転車の移動保管台数につきまし

ては、満車が多い地域で増加している傾向

は、今のところ認められておりませんけれ

ども、今後も引き続きその推移について注

視していきたいと思っております。 

 また、駐輪需要が高い地域におきまして、

例えば千里丘駅東自転車駐車場において、

原動機付自転車の枠を５３台減らして、自

転車の枠を５５台増やすといった実際の

利用状況を踏まえた対応を行っておりま

すので、これからもこういった対応を継続

してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 公園内の照明のＬ

ＥＤ化につきましては、公園や施設ごとに

計画的に実施しているものではございま

せん。既存の照明で異常がないものは続け

て使用し、修繕が必要となったタイミング

でＬＥＤ化することとしております。 
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 以上でございます。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 御答弁ありがとうござ

います。 

 質問番号１番について、登録業者内の事

業者全体に対する割合はあまり高くはな

かったですけれども、市内業者を優先的に

指名・委託するための基準や仕組み、また

取組があれば、具体的にお示しください。 

 次に、質問番号２番の集会所について、

稼働率は費用対効果を図る上で重要な要

素となります。少子高齢化がますます進む

中で、全ての集会所を維持管理していくこ

とが難しいとなれば、取捨選択していかな

ければならないので、ぜひ稼働率を確実に

把握できるよう努めていただきたいと思

います。 

 また、修繕料がおよそ６００万円となっ

ていますが、修繕の優先順位の考え方をお

聞かせください。 

 次に、質問番号８番について、市内の現

状と、それから駐輪場内で配分を変えるな

どして適正化を図っておられることにつ

いて理解いたしました。今後も利用状況を

丁寧に分析しながら、限られたスペースを

有効に活用し、駐車・駐輪の利便性向上に

つなげていただきたいと思います。 

 併せて、南摂津駅前第２駐車場について

も、市民の方が適切に認識、利用できるよ

う、案内表示などを検討していただければ

と思います。 

 以上、要望として申し上げます。 

 最後に、質問番号１２番について、蛍光

灯は個別に、修繕を必要としたタイミング

でＬＥＤに交換していく方針であること

を理解いたしました。公園は子供から高齢

者まで、多くの市民が日常的に利用する場

所でもありますので、安全で快適な環境を

維持できるよう、引き続き管理と更新に努

めていただきたいと思います。 

 以上、要望として申し上げます。 

 ３回目は以上です。 

○安藤薫委員長 長田委員、３番の情報政

策課の２回目が抜けていますが、大丈夫で

すか。 

○長田知樹委員 失礼しました。 

 質問番号３番のＤＸ推進事業は、ツール

の導入によって、限られた人員の中で業務

を効率化し、市民サービスの質を高めるた

めの手段だと考えます。先ほどの早坂委員

の質問に対する御答弁の中で、今後は庁内

全体でデジタル活用を前向きに進める文

化を醸成していく計画を進められるとの

ことでしたので、人手不足の解消や職員一

人一人の生産性向上につながることを期

待して、この質問を終わります。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 質問番号１番の御

質問に御答弁申し上げます。 

 発注をする際に、市内業者を優先するよ

うな基準とか取組があるかということで、

御質問いただきました。 

 明確に、市内業者を優先と定めた基準は

ございませんが、業者選定の際に市内業者

について、選定の機会を多くする考えは持

っております。 

 具体的な取組の例でございますが、建

築・土木工事において、摂津市事後審査型

一般競争入札という入札制度がございま

す。予定価格１，０００万円以上の建築土

木に限った工事でございますが、参加資格

のところで、市内入札参加資格登録業者と

言いますけれども、そちらに限った形で公

告を行っております。 

 また、基本的には予定価格が３億円以上
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の建築・土木工事については、市内の入札

参加資格登録業者と、市外の入札参加資格

登録業者のいわゆるＪＶに参加資格を限

った形で、一般競争入札を公告しておりま

す。 

 こういった形を取っておりましても、ど

うしても入札に、参加していただける業者

がいない場合は、市内だけでなく、市外の

入札参加資格登録業者で、入札に参加いた

だくときもございますけれども、基本的に

は市内の入札参加資格登録業者が条件と

いう形で、競争入札をやっているところが

ございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号２番、集会

所の修繕の優先順位でございます。 

 まずは施設を利用するに当たり、利用者

の安全性に関わるものが一番高いと考え

ております。 

 その次に、優先順位が高くなるものとし

ては、修繕しないと集会所の機能を果たす

ことができないもの、例えば基幹設備の劣

化や漏水などでございます。こういった修

繕の必要な箇所は、管理者から連絡がある

もの、また我々職員が施設点検で発見する

ものもございます。 

 今後も、限られた予算の中で優先順位を

定めながら適切に修繕を行ってまいりま

す。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 ありがとうございます。

御答弁を踏まえまして最後に一言申し上

げます。 

 質問番号１番について、行政が積極的に

市内経済を活性化させていくことは、地域

の持続的な発展のために非常に重要です。

また、災害時や災害からの復旧に際しても、

地域のインフラ整備を担う市内業者がし

っかりと育っていることは、市の安全保障

の観点からも欠かせません。ぜひ今後も市

内業者を優先する取組を引き続き推進し

ていただきたいと要望いたします。 

 次に、質問番号２番の集会所についてで

す。市内には４７か所もの集会所があり、

地域のつながりを支える本市の大きな強

みだと思います。維持管理には一定の費用

がかかりますが、その分、地域の方々に積

極的に活用していただくことが重要です。

どうか地域の活動拠点として、より多くの

方に利用されるよう、柔軟な活用と丁寧な

支援をお願いいたします。 

 以上、要望といたしまして、私の質問を

終わります。 

○安藤薫委員長 次に、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、質問させてい

ただきますが、４人目でございますので、

かぶっている項目につきましては、１回目

を飛ばして質問するなり、また要望にとど

める等、調整してやっていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 まず１番目、令和６年度決算全般で、総

括的にどのように評価をされているのか、

これは毎回お聞きをしております。特に注

目したいのは、主要基金の残高、それから

起債額、また公債費です。あとは経常収支

比率です。令和５年度は約１４億円の取崩

しをしておりますが、黒字を出しておりま

す。その関係性もあると思うので、そうい

うことを踏まえて、どのような評価をされ

ているかについて、聞かせていただきたい

と思います。 

 ２番目、市立集会所管理事業、これは先

ほど来質問も出ていますが、その中で、特

に私が注目をしたいのは、市立集会所基礎
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調査委託料、２，１３４万円です。この委

託内容と、それから実績について、お答え

いただきたいと思います。 

 それから、同じくその下の段、第３０集

会所解体工事は先ほど質問がありました

けれども、この実施設計委託料として１６

３万７，９００円、それから解体工事監理

委託料は２０６万８，０００円、そして解

体工事費が７９２万３，３００円で、合わ

せますと１，１６２万９，２００円となり

ます。非常に高額となっていますので、こ

の建物はどれほどの堅固なものであった

のか、またどれほど大きな集会所であった

かについて、規模、仕様についてお答えい

ただきたいと思います。 

 ３番目、決算概要５６ページの市有財産

管理事業です。片田ハウスを解体する工事

実施設計委託料として、２５３万円となっ

ていますが、この金額は妥当であったのか

どうかについて、お答えいただきたいと思

います。 

 次に、４番目、ＤＸ推進事業についてで

す。これも先ほど来、質問がたくさん出て

いまして、その中身も事務報告書に書いて

ありまして、いろいろ答弁がありましたの

で、要望としておきます。我々も何とか、

ネットで申請できる環境が整備され、市役

所に来なくても様々な申請ができる便利

な市役所になることを切望しているわけ

でございます。それに向けて、しっかりと

取り組んでいただきたい。もう既に電子申

請ができるようになっているものもあり

ます。さらに大きく踏み込んで、電子化を

進めていただきたいということで、これは

令和８年度の予算に大きく期待をいたし

まして、要望としておきます。 

 次に、５番目、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進

事業についてです。決算概要６０ページに

なります。修繕料としては４８万４，２８

６円となっています。予算現額は２４０万

円ですけど、それに対して執行率が低くな

っていますので、これはどう評価されてい

るのか、お答えください。 

 次に、６番目、防犯カメラ設置事業です。

同じく６０ページです。防犯カメラのリー

ス料としては１，２８４万４，４９６円と

なっております。まず、リース台数につい

て、聞いておきたいと思います。 

 次に、７番目、交通安全推進事業につい

てです。これも先ほど御質問がありました。

決算概要１２４ページになります。警察か

らの要請がなくて、執行が少なくなったと

いうことであります。 

 一方で、例えば路側線であるとか、交差

点マークであるとか、市で交通安全上必要

なもの、路面書きをしているものについて、

新しく造るまたは復旧をする費用になっ

ていると思います。進捗管理の中では、実

線では１，６７２メートル引きました、破

線では６６２．７メートル引きました、文

字は９０１．１メートル引きましたと掲載

されています。いっぱいまで使うというこ

とではなくて、若干予算を残して、執行さ

れているわけでございます。全体として、

十分な復元をして出来上がってきたかど

うかも踏まえ、実績について評価をしてく

ださい。 

 次に８番目、公共交通確保維持事業につ

いてです。決算概要１２６ページになりま

す。これは、一般質問でも随分取り上げら

れていまして、計画が出来上がっています

から、それに基づいて、いろいろ言われて

います。計画をつくったことについての予

算であったと思いますが、まず地域公共交

通計画策定委託料が８０４万１，０００円

となっておりまして、また地域公共交通協
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議会補助金２２０万５，０００円となって

います。 

 これは同じ組織だったと思いますが、ま

ず委託内容と補助内容がどのようになっ

ているのかについて、お答えください。 

 次に９番目、市内環境維持事業について

です。決算概要１２８ページ、これは草刈

りです。３，０１９万５，０００円となっ

ていますけども、４回委託発注をすること

になっています。事務報告書に載っていま

す。その時期について、いつからいつまで

というのも踏まえて、概略をお示しくださ

い。 

 次に、１０番目、交通安全対策事業につ

いてです。同じく決算概要で１２８ページ

です。この中には、ハンプの設置がありま

して、令和６年度で設置された場所、及び、

全部で何か所つけるというのがあると思

いますが、それに対して進捗率はどれぐら

いだったのか。また、自転車用の矢羽根型

路面標示の整備についても、ここで実施さ

れていると思います。令和６年度の設置場

所及び、これも全体の計画がありますので、

その全体の計画の中で進捗率はどれぐら

いになったのか、併せてお答えください。 

 それから１１番目、駅前広場施設管理事

業についてです。これは先ほど質問もあり

ましたので、要望とさせていただきます。

千里丘駅西口の再開発が決まってから、私

も言いましたし、いろんな議員も東口の改

修については要望をしました。 

 それを受けて、必要であるという判断が

なされたと思います。現に大阪北部地震以

降はタイルがずれたように割れまして、ボ

コボコになっている現状です。市民からも

改修してほしいという声が上がっている

ことから、踏み切られていると思います。 

 令和６年度では、工事実施設計委託料と

して５，７４５万３，０００円となってい

まして、社会資本整備総合交付金もいただ

きながら実施をされています。令和７年度

でも一部準備工事に入っていることもあ

って、もう止められないとは思っています。

今、摂津市中期財政計画が策定中ですが、

これはお金がかかってもやるべき工事だ

と私も思っています。ただ、随分高くなり

そうで、１２億円から１３億円ぐらいにな

るようなことも聞いています。期間が２年

と言っていましたけど、何とか実施してい

ただきたいということを、要望しておきた

いと思います。 

 それから、１２番目、特定空家対策事務

事業です。決算概要１３２ページ、１６万

４，１１３円となっています。令和６年７

月に摂津市空家等対策計画を改定しまし

て、摂津市住宅マスタープランと合体させ

た計画にされています。 

 その概略についてと、また、令和６年度

での取組実績、そして空家所有者等調査委

託料として４万４，０００円が計上されて

います。この委託先と調査実績について、

お答えいただきたいと思います。 

 次に１３番目、多世代同居・近居支援事

業について、先ほど質問もありました。決

算概要１３２ページに載っています。８３

０万円となっておりますが、令和６年度の

実績について、お願いします。 

 次に、１４番目、震災対策推進事業につ

いてでございます。 

 決算概要１３２ページ、４３０万２，６

１７円となっています。令和６年度での実

績について、まずお答えいただきたいと思

います。 

 次に、１５番目、住宅環境整備事業につ

いて、決算概要１３２ページです。２４８

万３，０６０円で、摂津市住宅マスタープ
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ランの改定をされています。摂津市空家等

対策計画と合体させて改定をしておりま

すが、改定委託料は２１１万８，６００円

となっています。 

 この委託先と委託内容についてと、令和

６年度から令和１５年度までの計画にな

っていますけれども、この目標値の見直し

について、併せてお答えください。 

 １６番目、住宅確保要配慮者の住宅の確

保と支援についてです。先ほど言いました

摂津市住宅マスタープランの中に載って

います。住宅セーフティネット法による取

組になります。実は以前も質問したことが

ありますが、なかなか進んでいないという

厳しい答弁をいただいています。近年は民

間の組織が立ち上がって、様々に充実をし

ており、実際にお世話になった方もいらっ

しゃいます。障害者とか高齢者が多く、民

間の力を借りて、福祉の部署も建設の部署

も一緒になってということになっていま

すが、充実してきていると認識をしていま

す。予算はついていないのですが、それも

踏まえて、令和６年度の体制として、どう

いうふうに制度が整ってきているのかを、

お答えいただきたいと思います。 

 次、１７番目、狭隘道路整備事業です。

これも先ほど質問がありました。決算概要

１３２ページになります。１１３万６，０

００円という決算になっています。まず、

令和６年度の実績について教えてくださ

い。先ほども３４．１％の執行率が低いの

ではないかとありましたが、担当課として

は、どういう評価をされているのか、答え

ていただきたいと思います。 

 次、１８番目、公園維持管理事業、３号

街区公園整備工事についてです。決算概要

１３４ページ、１億３，１６７万３，３０

０円となっています。大規模な屋根の設置

で、屋根はもう完成しています。入札差金

として、４，２８６万６，７００円が不用

額で上がってきていますけれども、私の記

憶によりますと、吹田操車場土地区画整理

事業の分配金で、一般財源化ができないお

金で、この地域で整備をしないといけなか

ったはずのお金だと思います。入札差金が

出た場合、しかも結構高額な差金が出てい

ますが、どういうふうに扱っていくのかに

ついて教えてください。 

 次、１９番目、同じく公園維持管理事業

で、ちびっこ広場のことについてでござい

ます。これも先ほど質問がありました。地

域団体に委託をしており、９７か所ある中

で７８か所、自治会等に委託をしています。

私も地元自治会の役員ですから、清掃活動

を年２回ぐらいやっています。 

 １９か所は、市でやっていると、先ほど

答弁がありました。にがりをまいたりして、

草がなるべく生えないように、実証実験も

やっているということでございました。 

 先ほどの答弁にはなかったのですが、ち

びっこ広場そのものの統廃合と言います

か、その必要性を確認して、減らせるもの

は減らしていくということを、検討すると

以前に答弁されたことがありました。令和

６年度では、その辺のことがなされたのか

どうか。統廃合する方向性があるのかどう

かを、お聞きしたいと思います。 

 ２０番目、同じく公園維持管理事業で、

公園魅力向上実証実験補助金についてで

す。これは実証実験の費用として５０万円、

３年間の実証実験で、明和池公園で実施さ

れました。桜まつりということで実施され、

大変なにぎわいであったと思います。これ

は、どういうイベントでどういう実証実験

をされたのかを、１回目に聞いておきたい

と思います。 
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 次に、２１番目、自主防災組織支援事業

です。決算概要１４４ページになります。

先ほども議論になりましたが、自治会組織

がだんだん減ってきている。今、加入率が

３８％台で、上がることは恐らく難しいで

す。だんだん下がってきている。私が議員

になった２４年前は７０％強ぐらいでし

た。それがこの２４年間のうちにもう半分

ぐらいになりました。 

 そういうことで、いつまでも自治会を中

心とした自主防災組織では、恐らく難しく

なってくるだろうと思います。そういうこ

とを踏まえて、しっかり検討していかない

といけない時期になっていると思います。 

自主防災組織というか、自治会においては、

この自治会員以外は防災訓練に参加した

らあかんでと、そういう考え方を持ってい

る人もいます。何のための自治会だと、こ

ういうときの自治会なんやから自治会に

入ってくれと、こういうふうに言われいる

方もいらっしゃる。それも一理あると思う

のですが、これだけ自治会の加入率が下が

っていると、今後は、新しい考え方を取り

入れて、やっていかないといけない時期に

入っていると思います。その辺のかじ取り

は難しいと思いますけれども、そこは、し

っかりと先見性を持って、今後の自主防災

の在り方について、検討を加えていただき

たいと要望しておきます。 

 次、２２番、防災資機材及び警備用品整

備事業についてです。これも最初に質問が

ありました。決算概要１４４ページになり

ます。令和６年度で、非常食の入替えを行

っておられると思いますけれども、その内

容について、お答えください。 

 次に２３番目、情報収集伝達体制整備事

業についてです。同じく決算概要１４４ペ

ージになります。これはＭＣＡ無線で、保

守委託料が１１８万２，５００円となって

います。このＭＣＡ無線の委託料について、

説明をしてください。 

 それから２４番目、防災対策事業、同じ

く１４４ページで、防災会議委員報酬です。

この予算執行が行われなかったというこ

とは、防災会議が開かれなかったと思いま

すが、なぜ防災会議を予定していたのに開

かれなかったのかについて、お答えくださ

い。 

 ２５番目、避難所運営マニュアル作成に

ついてです。今、作成をしていただいてお

ります。これはもう、委員会や本会議の中

で議論があり、始めていただいたと認識を

しているわけでございます。三宅地区で第

１号をモデルとしてつくっていただいて、

今は味舌小学校区で作成いただいていま

す。これはこれで一定評価をしたいと思い

ます。皆さんでつくっていただく、汗をか

いていただき、これは評価しています。こ

の前の一般質問でも言いましたけれども、

あとは、スピードアップをしないといけな

いわけです。大災害の発生に間に合わない

ことになりますので、どのようにスピード

アップをしていくのか、汎用的なマニュア

ルについて改正をしているという話もあ

りましたが、令和６年度の実績を聞いてお

きます。 

 次に、２６番目、個別避難計画の策定で

す。決算概要１４４ページです。まず、令

和６年度の実績について聞いておきます。 

 次に、２７番目、防災人材の育成につい

てです。先ほど来、質問がありましたので、

要望にしておきたいと思います。 

 令和６年度は９人が、資格を取っていた

だき、そのうち８人は既に防災サポーター

で、一人は新規で登録していただいたとい

うことでございました。 
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 また、職員も２５人が、防災士の資格を

取得されています。私も防災士の資格を取

得しました。ところが、だんだん日がたて

ば薄れていくんです。車の運転と一緒で、

運転していないと、いざというときには運

転できないです。やはり研さんをする場が

必要だと思います。そういう場をつくって

いかないといけません。 

 いろいろ悪戦苦闘をしていると思いま

すけれども、もっともっと充実させていた

だいて、モチベーションを持ち続けること

ができるようにする必要があります。これ

は職員もそうやと思います。職員も勉強会

なり、研修会なり、そういうことをしてい

く。防災サポーターも職員と一緒になって

やるのもいいと思います。ペーパードライ

バーではなく、ペーパー防災士にならない

ような日々の取組が大事だと思います。そ

のことは、ぜひとも念頭に置いて、誰がや

っても、長が替わっても、そういうことを

続けていけるような文化と言いますか、そ

ういうものを醸成していただきたいとい

うことをぜひともお願いしておきます。要

望としておきます。 

 次に、２８番目、マイタイムラインの普

及についてです。 

 まずは、令和６年度の普及実績について、

聞いておきたいと思います。 

 それから２９番目、マンホールトイレの

整備についてです。まずは、令和６年度の

実績についてお答えください。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、財政課に

係ります御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号１番、令和６年度の決算の総括

的評価についてで、主要基金残高、起債額

と公債費の経常収支比率から、どうであっ

たのかということで御答弁申し上げたい

と思います。 

 まず、令和６年度の一般会計につきまし

ては、実質収支額が２億９，６４１万８，

０４３円と、黒字を確保しております。 

 主要基金残高では、３年ぶりに財政調整

基金は取崩しなしとなりました。また、前

年度の繰越金の２分の１以上の部分で、約

３億円を含めて、約５億８，０００万円を

積立ていたしました。公共施設整備基金は

１億３，１６０万円ほどを取崩ししました

けれども、主要基金として見ますと、令和

６年度末では残高が約１２９億４，７００

万円となりまして、前年度より約４億４，

９００万円増額となっております。 

 次に、市債の発行額について、前年度よ

りも減とはなりましたけれども、令和３年

度以降、元金償還額を上回る発行額となっ

ております。市債現在高につきましては、

約２１４億３，６００万円となっておりま

して、前年度末よりも約５億１，４００万

円増加したという状況がございます。 

 公債費につきましては、元金償還額が借

換債の影響で、前年度と比べて減っており

ますけれども、利子償還金については前年

度より増加している状況でございます。今

後も、数年は大きい事業が続くことになり、

元金償還額を上回る市債発行も想定され

ますので、公債費についても増加していく

傾向と見込んでおります。 

 経常収支比率でございますが、令和６年

度では１０１．０％となりまして、平成３

０年度以来６年ぶりに、１００％を超える

事態となっております。これは経常的な収

入で、支出を賄うことができていないとい

う財政の硬直化が進んでいる状態にある

と考えております。 
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 経常収支比率が令和５年度と比較して

悪化した部分でございますが、これは分母

となる経常一般財源総額等が、市税収入な

どの増加によって、約５億２，２２６万円

増加となり、分子である経常経費の充当一

般財源等が、約１０億７，８８７万円の増

加となりまして、分母の増加分を分子の増

加分が上回ったということで、前年度に比

べると２．５ポイントの悪化となっており

ます。 

 分母となります歳入は、法人市民税や固

定資産税の増加がありました一方で、普通

交付税などが減少いたしております。 

 分子となる歳出では、物価高騰や賃金上

昇、人事院勧告に基づく給与改定等の影響

によりまして、物件費や人件費が前年度よ

り増加したところがございます。 

 以上の点を踏まえまして、黒字決算とな

り、基金も増額となりました。しかしなが

ら、市債残高が増加してきており、今後の

公債費につきましては増加の見込みとな

っております。経常収支比率も悪化してい

る状況を踏まえますと、今後、経常収支比

率の改善等に向けて、経常経費の見直しや、

改善の取組を進めていかなければならな

いと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号２番、市立

集会所管理事業についてでございます。 

 まず、市立集会所基本調査委託料につき

ましては、建物の基本的な部分、基礎や屋

根、外壁、給排水設備などの状態の調査を

行い、改修の必要性の有無などについて調

査をしたものでございます。 

 結果として、集会所の多くにおいて経年

劣化が進行しておりまして、基礎や屋根等

で計画的な改修が必要でございます。 

 バリアフリー対応の設備についても老

朽化が見られ、設備の更新が必要でござい

ます。 

 一方、委託とは別に、集会所の利用状況

等についてもヒアリングを実施しており、

ハード面の結果、ソフト面の結果を、今後

の集会所の在り方を検討する上での基礎

資料としていきたいと考えております。 

 次に、第３０集会所の建物の概要につい

てでございます。昭和５９年、一津屋２丁

目に建てられた集会所でございます。敷地

面積は、約３１９平米、木造平家建てで、

延べ床面積は、約７５平米となっておりま

す。また、同じ敷地内にございました消防

団の屯所も併せて解体しておりまして、こ

ちらはコンクリートブロック造平家建て

で、延べ床面積が約１６平米となっており

ます。 

 次に、質問番号３、片田ハウス解体工事

実施設計委託料についてでございます。 

 工事の実施設計委託料の積算につきま

しては、国土交通省の官庁施設の設計業務

等積算基準に基づき設計を行い、金額を算

出しております。この金額を予定価格とし

て、入札にかけて落札されたものでござい

ますので、適正であると考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号５番、ＬＥＤ

防犯灯等防犯推進事業に関する御質問に

お答えいたします。 

 修繕の実績と執行率が低いことについ

てでございます。 

 防犯灯の器具の交換１５件、それから柱

と灯具の撤去２件、それから画角と言いま

すか、方向調整１件の修繕を実施して、執

行率２０．２％となっております。 

 その理由として、防犯灯の修繕につきま
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しては、柱の移設などの場合、土木工事と

電気工事を行うこととなるため、修繕内容

については高額となり得ます。ただ、令和

６年度につきましては、器具単体の交換が

多かったために、高額な修繕が少なかった

ことによるものでございます。 

 続きまして、質問番号６番、防犯カメラ

設置事業についてのお問いにお答えいた

します。 

 リース台数につきましては、令和６年度

末現在で言いますと、１８０台となってお

るところでございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号７番の質

問に答弁いたします。 

 まず、交通安全推進事業の実績と評価に

ついてです。この事業全体の執行率は４６．

６％でございますが、先ほど答弁いたしま

した交通安全対策工事の執行がゼロであ

りましたので、もう一つの路面標示等の修

繕料の執行額２４２万１，１００円の執行

率としましては、約８割となっております。

残額７０万円ほどもございますけれども、

不足に備えるという意味でも、予算の範囲

内で適切な執行に努めているところでご

ざいます。 

 続きまして質問番号８番、公共交通確保

維持事業の委託料と補助金の内容につい

てです。摂津市地域公共交通計画の策定委

託料の内容につきましては、摂津市地域公

共交通協議会や分科会の開催、計画策定に

向けた関係者調整、パブリックコメントの

実施等に係る支援を委託しているもので、

この支援の下に、令和６年度は本協議会を

４回、分科会を４回開催しまして、多様な

関係者との協議を重ね、合意形成を図り、

摂津市地域公共交通計画を策定いたしま

した。 

 本委託につきましては、実効性のある計

画策定となるための実績に基づいた経験

則や専門知識に基づいた支援を受けるこ

とができたと考えております。 

 摂津市地域公共交通協議会は地域交通

法及び道路運送法に基づく地域公共交通

会議の両機能を有する協議会として設置

しております。その補助金については、本

協議会開催に伴う委員報酬や備品購入、視

察に係る費用弁償等の内容となってござ

います。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 質問番号９番、市内環

境維持事業の業務委託料の発注時期で、お

問いいただきました。 

 事務報告書２５６ページに記載をいた

しております４件の委託内容がございま

す。まず順番に、上段１列目から申し上げ

ますと、一級河川大正川外１河川草刈業務

委託でございます。この発注時期は、令和

６年５月でございます。 

 この対象とする河川ですが、大正川、境

川、それぞれ１回ずつ５月に実施をいたし

ております。 

 ２段目の一級河川大正川外３河川草刈

業務委託でございます。こちらは令和６年

７月に発注をいたしております。こちらの

対象が、大正川２回、境川２回、山田川１

回、安威川１回、正雀川分水路１回となっ

ております。 

 ３段目の一級河川安威川外１河川草刈

業務委託でございます。こちらは令和６年

１１月に発注をいたしております。対象と

なる河川は、安威川が１回、山田川が１回、

正雀川分水路が１回、東別府が１回となっ

ております。 
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 最後に４段目の南別府鳥飼上線外３路

線環境維持業務委託でございます。令和６

年６月に委託を発注いたしております。こ

ちらは、淀川の河川沿いでございまして、

鳥飼上から南別府町にかけての市管理道

路沿いの除草業務でございます。こちらは

淀川でございますが、年４回という委託の

内容となっております。 

 以上でございます 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 １０番目の御質問

に答弁いたします。 

 交通安全対策事業の場所と進捗につい

てでございます。ハンプの設置場所につき

ましては、計画に位置づけております市道

南別府鳥飼上線の鳥飼西地区におきまし

て、１か所設置いたしました。令和１０年

度までの全体計画１８か所のうち、令和６

年度末時点での進捗率は約２８％になっ

てございます。 

 また、矢羽根型路面標示の設置場所につ

きましては、千里丘から千里丘新町の千里

丘中央線で延長１．３キロメートルを整備

いたしまして、全体計画における進捗率は

約３９％になっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 篠﨑建築課長。 

○篠﨑建築課長 それでは１２番目、特定

空家対策事務事業の計画改定、取組実績、

調査委託について、お答えいたします。 

 今回の計画の改定につきましては、前計

画の方針を引き継ぎまして、所有者責任を

前提とした対策、それから法律を使い的確

な対応ができる環境の整備、多様な連携体

制の構築の三つの柱で構成しております。

そこに、令和５年に空家等対策の推進に関

する特別措置法の改正がありましたので、

その内容を盛り込みながら改定をしてお

ります。 

 これまでも、管理不十分な空き家の解消

を重点的に実施してまいりましたが、今後

も引き続き、まずは管理不十分な空き家を

なくしていくことを実施していきたいと

思っております。 

 それから、令和６年度の取組実績といた

しましては、適正管理文書を３４件発送し、

改善を促しております。そのほかに広報や

チラシなどで管理の啓発を実施しており

ます。 

 それから、空家所有者等調査委託料につ

きまして、特定空家に認定しております案

件について、助言・指導を実施してきてお

りますが、改善が見られません。空家等対

策の推進に関する特別措置法の措置を一

段引き上げた勧告措置をしようとするに

は、その措置の内容を土地所有者にもお知

らせする必要がございます。特定空家が建

っております土地の所有者は、家屋所有者

とは別の個人となっており、既に死亡して

おりますので、法定相続人を調査して確定

する必要がありました。その土地の所有者

の法定相続人の調査について、大阪司法書

士会と連携協定を締結しておりますので、

大阪司法書士会へ委託したものでありま

す。 

 次に１３番目、多世代同居・近居支援事

業の令和６年度の実績でございます。補助

実績といたしまして、転居補助が７件、リ

フォーム補助が３件、取得補助が１８件で

ありまして、その他周知といたしまして、

制度チラシを市民課で配布してもらって

おります。また、ホームページなどでも周

知をしております。 

 １４番目の震災対策推進事業の令和６

年度の補助実績といたしましては、耐震診

断が５件、耐震改修が１件、除却補助が７
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件となっております。 

 また啓発といたしまして、固定資産税納

税通知書に、制度チラシを同封していただ

いており、また、市役所ロビーで啓発パネ

ル展や、ＮＰＯ法人による個別相談会など

を実施しております。 

 次に１５番目、住宅環境整備事業、摂津

市住宅マスタープランの改定内容、委託先、

目標についてでございます。改定につきま

しては、国・府の住生活基本計画の改定、

摂津市都市計画マスタープランの改定案、

その他の関連する本市の計画と整合を図

りながら改定いたしております。 

 見直しの方針といたしましては、地球温

暖化防止の取組の強化を図るための住宅

のエネルギー使用量削減の推進、それから、

本市の特徴である水害の危険性を考慮し、

ハザードマップによる情報の提供、分譲マ

ンション管理の適正化の推進、住宅確保要

配慮者への支援などを盛り込み、施策を展

開していく内容としております。 

 委託先につきましては、株式会社サンワ

コンで、令和５年５月１９日から令和６年

７月３１日までの契約期間となっており

ます。委託内容としましては、前計画から

の社会情勢などの変化の把握、それから有

識者懇談会開催の補助、パブリックコメン

ト実施の補助、計画改定案の作成などで、

全体の委託料としまして５６８万２，６０

０円で、令和６年度では２１１万８，６０

０円の支払額となっております。 

 それから、今回の改定での目標値でござ

います。一つ目がまちづくり計画を策定し

ている地区数で５地区、未来を守るエネル

ギー日記の参加件数が１，０００件、民間

住宅の耐震診断の累計件数が３８０件、地

域子育て支援拠点の数が１２か所、マンシ

ョン管理計画の認定数１件、地域コミュニ

ティ組織が、地域活性化を目的に実施した

事業数が３６件、自治会加入率５０％とい

う目標設定をしております。 

 続いて、住宅要配慮者確保の支援につい

てです。概要ですけども、摂津市居住支援

協議会が令和４年３月に立ち上がってお

ります。構成といたしましては、賃貸住宅

事業者、居住支援団体、福祉関係団体、そ

れから市の関係課、そして建築課とした構

成内容で組織しております。 

 続いて１７番目、狭隘道路整備事業でご

ざいます。 

 令和６年度の実績につきましては、狭隘

道路協議を５２件実施しております。その

うち、寄附、使用契約で協定を結べたのが

１８件で、助成金対象となる個人は９件で

ありました。 

 ９件のうち、助成金申請は５件となって

おりまして、令和６年度において支払いま

で完了したのは３件となっております。残

った２件につきましては、令和７年度で整

備が完了し、助成金の支払いとなる予定と

なっております。 

 令和６年度より、助成金対象を市内全域

に広げたことによりまして、助成金の利用

実績は、令和５年度ではゼロ件でありまし

たものが、令和６年度では３件の実績とな

ったと評価しております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 １８番目の３号街

区公園整備工事についての御質問にお答

えいたします。 

 この工事費には、吹田操車場跡地土地区

画整理事業に係る都市再生機構からの負

担金が充当されることになっております。

この充当につきましては、執行額に対して

充当されるものでございまして、令和６年
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度の残額であります４，２８６万６，７０

０円が負担金としてそのまま不用になる

ものではございません。執行内容としまし

ては、令和５年度に実施しました屋根整備

工事に係る設計業務委託、令和６年度の本

工事、それから令和７年度に人工芝等地表

面の整備工事を実施いたしております。そ

の設計費と工事費を充当し、負担金として

歳入しておりますけども、その部分につい

ては不用が出ないことで進めております。 

 続きまして、１９番目のちびっこ広場に

ついての御質問でございます。 

 統廃合について、令和６年度に行ったの

かとの御質問でしたが、令和６年度の実績

はございません。ちびっこ広場の統廃合に

ついて、今後、緑の基本計画を改定いたし

ますが、公園の整備と管理の方針を位置づ

けることになっております。その中では、

ちびっこ広場の統廃合といった視点も含

めて、方針として位置づける必要があると

思っております。 

 具体的には、計画への位置づけが完了し

た後に、取組として進んでいくことになる

と考えております。 

 次に、２０番目、公園魅力向上実証実験

補助金についてでございます。この補助金

は、イベント主催者に対しまして、イベン

ト実施に係るチラシやポスターの作成、資

機材に係る経費などを対象として交付い

たしました。このイベントが令和４年度か

ら令和６年度まで開催いたしましたさく

ら祭りでございます。 

 このさくら祭りの中で、実証実験として

アンケートを実施させていただいたもの

でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 それでは、質問番号２

２番、防災資機材及び備蓄用品整備事業に

関するお問いにお答えいたします。 

 備蓄品の更新についてでございます。避

難所等に備蓄している食料、長期保存水の

更新、そして令和６年度は職員用の備蓄食

料も更新いたしました。品目といたしまし

ては、アルファ化米のおかゆ、米粉クッキ

ー、長期保存水、液体ミルク、ゼリー型備

蓄食などでございます。 

 次に、質問番号２３番、情報収集伝達体

制整備事業に対するお問いです。ＭＣＡ保

守委託料についてでございました。 

 ＭＣＡ無線は、初期防災体制下の活動や、

避難所開設時等の連絡手段として整備い

たしております。市役所や避難所等に配備

しているＭＣＡ無線が正常に作動するか、

毎年点検を実施しているものでございま

す。 

 次に、質問番号２４番、防災会議につい

て、令和６年度未執行の理由でございます。 

 今般の地域防災計画の改定につきまし

ては、今後の各班の応急対策業務マニュア

ルの作成・見直しや、ＢＣＰの精査、それ

から受援計画の作成を見据えて作業を進

めていく必要がございます。これまでの地

域防災計画と比較して、取組内容を具体的

に記載する方針で作業を進めておりまし

て、当初の想定以上に時間を要したことか

ら、令和６年度に会議を開催できていない

ことによるものでございます。 

 質問番号２５番、避難所運営マニュアル

の令和６年度の実績についてでございま

す。こちらにつきましては、令和５年度か

ら順次作成に取り組んでおりますけれど

も、令和６年度につきましては、安威川公

民館及び市民図書館の避難所運営マニュ

アルの作成に取りかかりました。 

 第１回目につきましては、地区の避難所
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の施設紹介、それからＨＵＧ訓練、第２回

目はマニュアル案の説明及び質疑応答、第

３回目については、策定したマニュアル案

の実地検証訓練を実施いたしたところで

ございます。 

 続きまして、質問番号２６番の個別避難

計画の策定につきまして、令和６年度の取

組実績でございました。 

 本市では、国の指針に基づきまして、難

病患者を最優先して茨木保健所と連携を

取り、作成に取りかかっているところでご

ざいます。令和６年度につきましては、２

件の作成をすることができました。 

 それから、質問番号２８番のマイタイム

ラインの普及への取組でございます。 

 令和６年度につきましては、６月号の広

報せっつで、広域避難を知ろう、広めよう

というテーマで、市民の方々に情報提供す

る中で、広域避難とマイタイムラインは切

っても切れない概念でございますので紹

介させていただきました。また、令和７年

２月に全戸配布いたしました水害対応ガ

イドブックにもマイタイムラインの記事

を掲載しているところでございます。 

 続きまして、質問番号２９番、マンホー

ルトイレの普及についてでございます。 

 令和６年度の整備実績についてでござ

いますが、第二中学校、千里丘小学校、味

生小学校の３校に、１０基ずつで計３０基

整備いたしました。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 御答弁ありがとうござ

いました。 

 １番目からいきたいと思います。前回の

一般質問の補助資料で投影させていただ

いた資料の中で、一番目を引くのは、取崩

し額が１３億８，７００万円の部分です。 

 それぞれ理由があって、土地開発基金が

ありますが、千里丘駅西地区の再開発や阪

急京都線連続立体交差で、土地を一時的に

取得するため、１０億円を移行しました。

３億８，７００万円は取り崩したことにな

りますが、この１０億円は移行したことに

なります。 

 令和５年度は、１４億３，２００万円を

取り崩したということで、大慌てをしたわ

けでございます。いろいろ調べていきます

と、令和４年度から千里丘駅西地区の再開

発が動き出しまして、いよいよ大詰めの用

地交換ということで、土地の権利を交換し

ていきますが、金銭解決が非常に多くなっ

た。大きな支出が必要とのことで、令和４

年度では、１６億４，０００万円を出して

います。これは、移転補償費として支出し

ています。用地交換が結局金銭解決になっ

たから、一時立て替えたことになります。 

 もう一つ、令和５年度も引き続いて、８

億５，０００万円、移転補償費として出し

ています。これは一般会計から出していま

す。合わせて、２２億円ぐらいになります。

全額が返ってくるとは言えませんけども、

立て替えているわけなので、精算をすると、

かなりの額は返還をしてもらえるという

ことになります。 

 こういうものが含まれていることで、例

えば令和５年度で今の分を加味しますと、

随分変わってきます。なおかつ、黒字決算

でしたので、その分も加味をすると、取崩

し額がぐっと減ります。 

 実質は、１億５，０００万円ほどの取崩

しとなります。凸凹するけど、平均して大

体１億円台の取崩しになっています。 

 単発だけ見てえらいこっちゃというこ

とではなくて、全体を見る必要があります。

何でかと言うと、さっき言った経常収支比
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率が１００％を超えているので、今後の財

政を圧迫していく要因となります。 

 物価高や、公債費が上がってくることで、

経常収支比率を押し上げていく要因にな

るわけでございます。それを抑えるために

は、起債額にある程度の規制をかけていく

ことになると思います。起債について、以

前は返すよりも借りる分を少なくしてい

ました。今は、返すよりも多く借りている。

でもこれは、よく見ておかないと、さっき

言ったように、経常収支比率を確実に引き

上げる要因になります。 

 過去にはそれで苦しんだわけです。過去

の財政難のときは、公債費が多くて、返済

金が年間で約７０億円のときもありまし

た。それにプラスして、退職金が払えない

という問題がありました。それが二重にの

しかかったようなことがあって、それでも

何とか乗り切ってきました。 

 だから今回も、そういう意味では、必要

以上に騒ぐようなことではなくて、正しく

認識をして、中期財政計画の下で摂津市の

発展のために進めていかなあかんと私は

思います。 

そういうことを踏まえて、私の言ったこ

とに対して、いや違うよということがあれ

ば、担当課の見解をお聞きしておきたいと

思います。 

 次に２番目、市立集会所管理事業でござ

います。先ほどの答弁では、建物が平家で

７５平米と、屯所が１６平米で、足しても

１００平米に満たないような建物です。潰

すのに約１，１６０万円かけるのは、異常

やと思います。 

 国土交通省と言われましたが、その基準

に基づいて積算をして、実施設計をして、

見積りを取って、入札をしたらこうなると。 

 これは、疑問が湧きます。一般的に、１

００平米ぐらいの建物を潰すために解体

業者に頼んだら、１００万円もかかりませ

ん。２階建てで１５０万円から２００万円

で、大体それぐらいだと思います。 

 例えば、阪急京都線連続立体交差事業で

も、土地の取得をしたときには、所有者が

壊してくださいと言って、その分を上乗せ

して渡しているので、安く潰せたらその分

は返金しなくて結構ですとなっていまし

た。 

 例えば、大きな建物を潰すときは、実施

設計をしないとできません。その場合は当

然そうしたらいいと思うんですけども、今

回のような木造の建物を解体するときは、

入札をかけ、建設会社が応札されて、そこ

がまた解体業者に下請でやってもらうこ

とになっていると思います。 

 これは貴重な財産なので、直接業者に依

頼するなど、検討していってほしいと思い

ます。あまりにも額が突出しているので、

どんな大きな建物を潰したのかと思いま

した。これも税金ですから、よく考えてい

かないといけないと思いますが、どうでし

ょうか。聞いておきたいと思います。 

 それから、３番目の市有財産管理事業、

片田ハウスの解体設計料です。今言ったよ

うに、国土交通省の基準でいくと、２６４

万円もの支出となります。これだけの金額

があったら、解体業者に頼めば、２階建て

の住宅だと２００万円もあったら解体が

できます。今は少し上がっているかもしれ

ませんが、国土交通省の基準どおりやるの

はどうなのかと、疑問を呈しておきたいと

思います。これはもう要望としておきます。 

 ５番目、ＬＥＤ防犯灯等推進事業でござ

います。１８件の不具合について改修をさ

れたということでございます。私は、勘ぐ

っていたんですけど、平成２５年９月に蛍
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光灯であった市内の防犯灯を全部ＬＥＤ

に交換しました。地球温暖化対策という名

目で予算がついたので、ＬＥＤに交換しま

した。 

 それから１２年ほど経過してまして、照

度は８割ぐらい落ちたり、いろいろ不具合

が出ますと言われていました。 

 １２年ほど過ぎているから、どんどん不

具合が出てくる。そのために、あらかじめ

多く予算を取られているのかと、私は勘ぐ

っていたんです。 

 １０年以上が経過したので照度が落ち

たことで、取り替える考え方も一つありま

す。だけども、使えるのであれば、使うの

も一つです。 

 そういうことも踏まえて、不具合対策に

ついて、どういう方針を持っておられるの

か、聞いておきたいと思います。 

 それから、６番目の防犯カメラです。１

８０台をリースしていて、１，２８４万４，

７９６円とのことです。最初は自前でつけ

て５年経過したら更新せなあかんという

ことがありました。リースやったら分散化

できるので、５分の１ずつ払っていくこと

になります。 

 パソコンもリースにより５年で入れ替

えていますが、まだまだ使えます。だから、

もう少し延ばそうかと、７年ぐらいにしよ

うかという検討も、恐らくされていると思

います。 

 そんなことを踏まえると、５年間でやっ

た場合、リースの費用と自前で購入した費

用とは、どれぐらい違うのかを聞いておき

たいと思います。 

 保守点検費用と、取替え費用とあります

が、基礎データとして、どっちがどうなの

か。過去にはリースのほうがいいと言われ

ましたが、本当にそうなのか、聞いておき

たいと思います。 

 ７番目、交通安全推進事業でございます。

８割の支出で、十分にあったとのことでご

ざいました。路面標示が薄れている場合の

情報を得る方法です。これは皆さん、パト

ロールしている場合もあると思いますが、

全てがそういうわけにいかないと思いま

す。市民からの通報とか、いろんなものが

あると思います。ＬｏＧｏフォームなどで

お知らせいただく場合もあります。 

 総括的に言って、どういう情報をもらっ

て、どういう判断をされているのか、聞い

ておきたいと思います。 

 それから８番目、公共交通確保維持事業

です。お答えありがとうございます。よく

分かりました。 

 先日、セッピィ号の見直しに向けた検討

をまずやろうということで、多様な方々の

移動実態、ニーズ把握を目的として、バス

を一緒に考える会を別府地域と鳥飼地域

の２か所で開催されました。セッピィ号に

ついて、まずやっていこうということで、

今後どういうふうにやっていかれるのか

です。この計画の中で言うと、計画施策は

１３あり、これらの施策については、どう

進めていかれることになるのか、聞いてお

きたいと思います。 

 ９番目、市内環境維持事業、草刈りです。 

 気になるのは、事務報告書には１１月２

２日から翌年２月２０日までに草刈りが

発注されているとなっています。今ちょう

ど１１月に入って、多少は刈ってもらえま

した。 

 市民から、早く刈ってくれとすごく言わ

れています。今年も猛暑で、雨も適度に降

ったから、堤防もすごい草が伸びて、子供

が見えないとか、いろいろ言われて、もう

ちょっと待ってくださいと言いながら、や
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っと刈ってもらえました。 

 ただ、１月頃に再度刈ったときは、何で

今頃刈るんやと言われるんです。それやっ

たら、もっと生えてるときに刈ってくれや

という声が強くて、過去に２回ほど、本委

員会でも言いました。 

 繁茂期の中にはまるように、２月と言わ

んと草が生えるときに刈っていただきた

い。少なくとも１月とか、そのときに刈ら

れたら、我々も説明できないわけです。 

 以前の話では、出た芽を刈っといたら、

なかなか伸びませんと言われていました。

そんなことはなく、温くなって雨が降って、

３日たったら勢いよく生えてきます。 

 冬に刈っても、あまり効果がないと思い

ます。刈る時期を、うまいこと繫茂期に入

るようにしてほしいんです。１月頃に刈っ

とったら、何で今頃刈るんやと、仕事がな

いときに仕事つくってあげているのと違

うかと言われます。そうではないと思うけ

れども、それやったら、前倒しして繁茂期

にはまるようにしていただきたい。 

 １１月の終わりぐらいに刈ったら、そん

なに伸びないです。 

 そういうことで、お願いしておきたい。

これは、要望です。 

 それから１０番目、交通安全対策事業で

す。この中でハンプを順番につけていって

いただいているということでです。ハンプ

の計画があって、安全対策としてやってい

ただいています。 

 市場公民館前のところにもハンプをつ

けてもらいました。以前はぼこぼしたハン

プでしたが、音の問題があって、取ってく

れという声があります。うちの近くのやつ

は、ポールでぎゅっと細くなるようなハン

プになりました。下のラインも細く、目の

錯覚を与えるようなハンプになりました。

いろいろ考えていただいて、設置している

と思います。 

 ほかにも、バリアフリーをせなあかんと

こで、バリアフリーの計画に基づいてやっ

ておられると思いますし、学校の安全につ

いては、学校の安全プログラムがあって、

これに基づいてやっておられます。あと、

摂津市自転車活用推進計画というのがあ

り、矢羽根型路面標示をつけていってもら

っていると思っています。 

 この交通安全対策事業を進めていく上

で、基本的にはどういうものを大事にしな

がら進めていっているのか。２回目に聞い

ておきたいと思います。 

 １２番目の特定空家対策についてであ

ります。実績としまして、適正管理文書を

３４件発送されたということです。１３件

は改善され、これは評価しておきたいと思

います。特定空家とは別に、管理不全空家

については、税制の減税措置の対象外にな

ります。法律上も対応が有効的にできるよ

うになってきていると思います。 

 その中で、特定空家に認定した１件につ

いて、今後はしっかり取組をしていただけ

るということでございますので、これはよ

ろしくお願いしたいと思っています。 

 空き家は、高齢化がだんだん進んでいく

中で、徐々に増えていく傾向にあると思い

ます。 

 １件１件の解決については、時間がかか

る状況の中で、なかなかぱっとできないと

いうジレンマがあると思います。その中で、

空き家の利活用制度もあると思いますが、

大阪府が間に入ってやっていると思いま

す。令和６年度で結構ですが、活用されて

いることについて、一つ教えていただきた

いと思います。 

 また、管理不全空き家は、どれぐらい存
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在しているのか、令和６年度で教えていた

だきたいと思います。 

 次に、１３番、多世代同居・近居支援事

業についてでございます。実績を言ってい

ただきまして、例えば住宅取得であれば、

令和６年度は１８件です。でもこれは前年

度に比べてマイナス２０件で、令和５年度

は３８件ありました。それから転居では７

件ですが、令和５年度は２０件あったので、

前年度から１３件減っています。 

 リフォームはそうでもありませんが、住

宅取得と転居は、目覚ましく減っています。

これは何か思い当たる理由があるのか。原

因は何なのか、お答えいただきたいと思い

ます。 

 次に１４番、震災対策推進事業でござい

ます。耐震診断についても、おっしゃって

いただきました。耐震診断は５件で、前年

度が９件だったのでマイナス４件です。耐

震改修は１件で、前年度が２件だったので

マイナス１件です。除去が７件で、前年度

から５件増えています。除去は増えてきて

いるということで、注目をしています。 

 僕の知っている人も、除去で相談があっ

たときに、この制度は使えるといって紹介

することもあります。除去してもいいんで

す。耐震基準を満たさないものが減ってい

くということで、特に大阪北部地震の後と

か、多くの被害が出た台風２１号の後は、

結構除去が進みました。建て替えしたり潰

したら、耐震の弱いものがなくなっていく

ことになります。これは悪いことじゃない

と思いますが、そういう傾向が少しあるの

かと私は思っています。今後のことも含め

てどう見ているのか、教えてください。 

 それから、ブロック塀の撤去です。ブロ

ック塀の撤去は３件でした。これは前年度

よりも１件減っております。あと、目ぼし

いのは９件やと言われましたけれども、公

道に面しているところだと思います。私は

何回も言っていますけど、同じように道路

に面して、同じように人が歩いてて、危な

いんやけど、これが私道やと倒れたら自己

責任となります。 

 ところが、認定している道路は、市の補

助が出ます。こういうことになっているわ

けです。何も住んでいる人は、私道が欲し

くて買ったわけじゃなくて、たまたま買っ

たら私道だったと思います。 

 でも、私道のため舗装はしてもらえず、

老朽化してもそのままです。何かあったら

おたくの責任ですからということになり

ます。 

 それなら私、道路を閉鎖しますと言って、

閉鎖したら、通れなくなるから怒られるわ

けです。通れるようにしといてもらわなあ

きません。これは、建てる以上、建築基準

法上においては道路に面していないとい

けないため、閉鎖できないことになります。

このような道路が、摂津市にはたくさんあ

ります。 

 ブロック塀も同じで、補助はしてもらえ

ないんです。だけど、補助したらどうかと

私は思います。不特定多数の人がたくさん

通りますから、補助したらどうですかとい

うことを何回も言っていますが、してもら

えません。これはもう聞きませんけど、覚

えておいてください。お願いします。 

 摂津市住宅・建築物耐震改修促進計画で

すが、令和７年度が目標年次です。耐震化

率９５％を目指されていますけれども、令

和６年度までの実績で、どの辺まで進んで

いるのか。目標の９５％に対しまして、ど

れぐらいまでいったのか、教えてください。 

 先ほど言いましたように、近年は、除去

が多いと私は思っています。これは、決し



- 46 - 

 

て悪いことではないと思っています。耐震

改修だけではなくて、建て替えが進んでい

くことも、一つの方法だと思っています。 

 そういうことも踏まえて、大阪北部地震

のあと、一定進んだということです。能登

半島地震もありましたけど、これでまた少

しは進んだのかと思っていますが、それも

踏まえて、お答えください。 

 １５番目、住宅環境整備事業、摂津市住

宅マスタープランです。先ほどいろいろ教

えていただきました。目標値がいろいろ多

岐にわたっています。住宅に特化してつく

ったものなので、ほかの計画と連動してい

ると感じています。摂津市住宅マスタープ

ランと摂津市空家等対策計画を組み合わ

せたように、別の計画などを合わせていっ

たら、経費の削減にもつながっていいので

はないかと思います。これは要望です。 

 １６番目、住宅セーフティネット法に基

づく、居住支援団体です。高齢者の居住先

を探すのは、なかなか難しいと思います。

しかしながら、頑張っていただいているの

で、さらにしっかり頑張れるような組織に

成長していただけるよう、支援をお願いし

ておきたいと思います。含みを残しておき

ます。 

 １７番目の狭隘道路整備事業でござい

ます。実績を言っていただきました。相談

件数が５２件あったとのことです。その中

で、最終的に助成金を申請していただくの

は、５件になりました。この比率はどうな

のかということになります。今までも何回

もこのことを取り上げていますが、中身が

大事です。助成金をもらうことは、道路と

して移管をすることになるから、自分の土

地が減るんです。減るということは、建蔽

率の関係で建てる面積が小さくなります。

土地の寄附はできないけども、形としては

セットバックするのはありです。これをし

てでも、何とか道路を広げていかなあかん

と思います。担当者の情熱やと思います。 

 寄附したら、今言うたように、建蔽率が

引かれてしまいますので、寄附は結構です

から、この形にしてくださいとしてもいい

と思います。 

 一番いけないのは、セットバックして検

査を受けた後、元のところにブロック塀が

立ったり、花壇ができており、元と全然変

わらない場合です。そうならないようにす

るためにも、大事な取組やと思います。 

 補助を受けた件数だけじゃなくて、これ

だけ頑張りましたというのがあれば、もう

一回説明をお願いしたいと思います。 

 １８番目、３号街区公園の整備について

です。不用額について、違うとこへ回せる

のかです。明和池公園周辺の整備に回して

もいいのかです。 

 せっかく割り当ててもらっているお金

やから、有効に使ってほしいと言いたいわ

けです。 

 それも踏まえて、最終的に人工芝を整備

することになっていると思っていますが、

それも併せてお答えください。 

 次、１９番目、ちびっこ広場です。統合

も含めた話は、緑の基本計画の改定後との

ことです。別に統廃合してくださいという

ことではなく、管理上、自治会でというの

は、もう非常に無理がある。うちの自治会

でもそうです。もう返したらどうやとなっ

ています。返したら、市が受けてくれるこ

とは聞いております。要るものは要るとい

うことで、残す考え方の下で、しっかり計

画を進めていってください。これは要望と

しておきます。 

 ２０番、公園魅力向上実証実験補助金で

す。３年間やられました。一定の方向性な



- 47 - 

 

り、こういうふうにしていこうという答え

を出されると思います。全部で１５０万円

で、どういう結論を出されたのかについて、

聞いておきたいと思います。 

 次に、２２番目、防災資機材及び備蓄品

整備事業です。備蓄品について、どんなも

のを買われたのかです。カレーライスとか、

液体ミルクもあります。液体ミルクは、評

価しておきたいと思います。最初の頃は、

備蓄しませんと言われていました。しかし

ながら、最近は備蓄していただいているの

で、評価しておきたいと思います。要は、

ちゃんと味見しましたかということです。

食べてみて、これやったらおいしいといっ

て、ちゃんと買ったのかです。業者から言

われたとおりに買っているようではいけ

ません。備蓄品なので、必ず試食させてく

れます。ちゃんと試食して購入することが

大事だと、言っておきます。 

 それからもう一つは、食品ロスにならな

いようにしていただいていると思います。

どんな工夫をされているかということを

聞いておきたいと思います。 

 次、２３番目、ＭＣＡ無線です。各自治

会に配布をされていると思っています。各

自治会では人も変わっていきますが、その

中で、いざというときに使えるようにする

ために、どんなふうにされているかを確認

しておきたいと思います。 

 ある団体は、運動会とかいろんな行事の

ときにわざわざ使って、いざというときに

使えるようにしておくところもあります。

一方で、まったく使用されていないところ

もあると聞いたことがあります。 

 そういうことも踏まえて、全部で６１台

あるそうですけども、いざというときに使

えるように、どんなふうに工夫されている

か、聞いておきたいと思います。 

 ２４番目、防災会議については、よく分

かりました。いつ頃開いて、いつ頃改定さ

れていく予定なのか、聞いておきたいと思

います。 

 ２５番目、避難所運営マニュアルの作成

でございます。何回も言いますけど、今後

は加速していただきたい。防災サポーター

もうまく活用しながら、活性化しながら、

絡めていっていただきたいと思います。ブ

ラッシュアップをしていくことも大事に

なりますので、これも要望しておきます。 

 ２６番目、個別避難計画について、令和

６年度では２件策定しましたとのことで

す。避難行動要支援者の台帳があって、４

８名分新たに登録しましたということが

書いてあります。たくさんいらっしゃるか

ら、年に一つや二つというスピードでは、

全然間に合わへんと思います。 

 これはこれで、優先順位の上で進めてい

ただくことは大事だと思います。一般質問

でも言いましたけれども、この法律の改正

に伴って、自宅避難者についての支援をし

っかりやっていく体制を取っていくと、こ

のようになってきました。なかなか避難所

ではなじめないから、自宅で避難をされる

方が非常に多いだろうと思います。そうい

う方をしっかりと支援できる体制を、地域

でやらないといけません。避難所ではでき

ません。 

 それぞれの地域で、しっかりとした体制

をつくっていくことが大事で、手つかずの

ところからスタートになると思います。私

は、非常に注目していますし、ぜひ進めて

いただきたいと思っています。どうか肝に

銘じていただいて、摂津市地域防災計画に

入れることができるのであれば、入れ込む

ぐらいの勢いでやっていただきたいと思

います。要望としておきます。 
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 ２７番目、マイタイムラインについてで

す。水害対応ガイドブックを、今年２月に

全戸配布されました。その中の一番後ろの

ページに、マイタイムラインのつくり方が

載っています。それを基に、まいどおおき

に出前講座などもやっていただいている

だろうと思いますが、もっと見えるように

やっていただきたい。もっと活発にやって

いただきたいと思います。市民に見えなか

ったら、やっていないと思われてしまいま

す。これからは、見える防災、飽きさせな

い防災です。そういう意味では、もっとも

っと活発に、取組を進めていただきたいと

思います。その中で、広域避難と今おっし

ゃいました。広域避難については、ビバホ

ームなどと協定が結ばれています。 

 また、大阪大学吹田キャンパス、万博記

念公園駐車場です。いろいろ進行中のもの

もあると思います。 

 また、バス会社との協定も進められてお

ります。それも含めて、もう一回、この件

を教えてください。 

 そして最後に、マンホールトイレの整備

であります。これは、計画どおり進められ

ていますから、しっかり利用できるように

していくことが大事やと思います。いざと

いうときにはちゃんと使えることが大事

だと思います。ここのところはこれからの

訓練の中にしっかり入れていただくとい

うことで、お願いしておきます。 

 令和７年度は、第五中学校と鳥飼小学校、

鳥飼北小学校で、設置をされています。計

画どおり進められていると思いますので、

どうかしっかり進めていただきたいと思

いますので、これは要望としておきます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 暫時休憩します。 

（午後３時１５分 休憩） 

（午後３時４３分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 答弁を求めます。妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、質問番号

１番の財政課に係る御質問にお答えいた

します。 

 委員がおっしゃられた基金の取崩しの

部分につきまして、その年に基金の取崩し

が大きかったからといって、次の年、その

次の年という形で並べてみたときに、それ

ほど大きい額が取り崩されたことにはな

らないのではないか、もう少し長い目で見

ていく必要があるのではないかというと

ころにつきましては、確かにその年に取崩

し額が大きいからといって一喜一憂する

ことはもちろん財政運営としてはなくて、

もう少し長いスパンで見ていくことは大

事かと思います。 

 基金の積立て自体は、歳入歳出差の実質

収支の剰余金などで行ってきたこともあ

りますし、後年度への財源不足の際の支出

に備えている側面があります。 

 ですので、取り崩すこと自体が悪いとい

うことではないと思っておりますけれど

も、極端に多くなっていくようなことがあ

れば、当然その後の財政運営に支障を来す

ということがありますので、もう少し計画

的に財政運営を行えるような見方をして、

計画的に行っていくことが大事であろう

かと考えております。 

 また、起債の発行について少しおっしゃ

っておられました。これについても、実際

に借金ということだけではなくて、事業実

施は未来への投資であります。後年度の市

民がその施設や設備等を使用するもので

あるので、その後、使う方々に対しても公

平に負担をしていただく意味においては、

必要な施策であることもございます。事業
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をたくさんして多額の起債発行が集中し

てしまいますと、後年度への負担が多くな

ってしまうことがありますので、今後の起

債発行額については、一定抑制等を考えて

いくことも必要があるかと考えておりま

す。 

 全体の収支のバランスを見ながら、基金

の取崩しと起債の発行につきましては、安

定的な財政運営をしていかなければなら

ないと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号２番、設計

と工事費についてでございます。 

 設計を行う中で国土交通省の積算基準

に基づき、昨今の人件費、それから物価高

騰も反映した形で工事費を算出しており

ます。 

 公共工事におきましては、材料費、人件

費、機材費、諸経費などを正確に計算して、

適正な予定価格を設定する必要がありま

す。 

 これによって、入札の公平性が保たれて、

円滑な施工が可能になると認識しており

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号５番、ＬＥＤ

防犯灯等防犯推進事業の防犯灯の修繕に

対する考え方についての御質問にお答え

いたします。 

 昔の防犯灯と申しますと、蛍光灯のタイ

プがたくさんございました。このタイプの

防犯灯につきましては、非常に経年劣化が

激しく、気がつけば切れているとか、チカ

チカとなるものが非常に多かったと思い

ます。ＬＥＤ照明につきましては、御存じ

のように耐用年数が非常に長く、経年によ

り照度が低下してくるといった事例は現

時点ではあまり見受けられておりません。 

 むしろ照明器具が脱落しているとか、あ

と自動点滅装置、デイライト機能が故障に

よって夜間に点灯しないでありますとか、

または逆に昼間にずっと点灯していると

いったケースの対応が今は多いです。 

 したがいまして、御連絡をいただいた箇

所に個別の対応をさせていただくことと

いたしておりまして、予防保全は行ってお

りません。 

 続きまして、質問番号６番の防犯カメラ

設置事業に関するお問いです。 

 リースと買取りのコストの比較のお話

であったかと思います。 

 防犯カメラにつきましては、平成２５年

度以降、買取りにおいて整備を行ってきた

経緯がございまして、そのときも恐らくそ

ういうお話になったかと思いますが、令和

元年度以降、順次リースへと切り替えて、

ランニングコストの圧縮に取り組んでき

た経緯がございます。 

 そのときの経費について、更新３０台を

対象にした比較で申し上げます。５年リー

スと買取りでは、５年間で約５１０万円の

経費が圧縮できたものでございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号７番、路面

標示の情報収集と実施の判断についてで

ございます。 

職員による収集につきましては、いろん

な業務に合わせて現場に出向いた際に収

集するような取組をしております。その他、

市民の方からなどの情報提供をいただい

て収集に努めているところでございます。 

 そして、その収集した情報を基に、どの

ように実施判断していくのかでございま
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す。まず、道路交通法上の規制であります

横断歩道停止線など、こういった重要なも

のにつきましては緊急性も当然ございま

すので、交通管理者である警察へ速やかに

申し送りをするようにしております。 

 一方で、道路管理者の所管しております

路面標示につきましては補助的なものと

いうこともございますので、経済性の観点

からも年２回から３回程度が適当と考え

ております。そういったまとめ方をした上

で今後も市民などからの情報提供と連携

協働による情報収集に努めていきたいと

考えております。 

 続きまして、質問番号８番、摂津市地域

公共交通計画策定後のワークショップ等

に関する御質問です。 

ワークショップをした後の進め方でご

ざいます。このワークショップでの意見を

分析して、その結果を年内には分科会を開

催し、そちらでまた検討を進めていきたい

と考えています。 

分析の結果によっては、必要に応じて手

段を変えたりしながら、新たなワークショ

ップ等の開催も考えているところでござ

います。 

 また、計画に位置づけました１３施策の

進め方につきましても同様に、このワーク

ショップの分析結果を有効に活用する必

要があると思っています。こちらも同じよ

うに分科会において多様な関係者と協

議・合意に至ったものから進めていきたい

と考えております。 

 続きまして、質問番号１０番、交通安全

対策事業全般です。 

進める上での考え方、重要性、優先順位

でございます。交通安全対策事業におきま

しては、通学路の安全対策や交通バリアフ

リー整備、自転車通行空間整備、ハンプ設

置による速度抑制対策などを総合的に進

めることによりまして、誰もが安全に快適

に移動できる交通環境を目指しているも

のでございます。 

 そのうち、通学路とバリアフリーに関し

ましては、道路構造上の改良が必要になっ

てくるものでございまして、道路管理者と

しても重要なものと考えてございます。 

 一方で、自転車通行空間整備やハンプに

よる速度抑制につきましては、ルールを守

っていただければそれほど重要性は高く

はないところもありますけれども、ルール

の遵守を後押しするものとしては必要と

考えてございます。今後も公共交通の状況

等と社会情勢の変化等も踏まえて、限られ

た予算の中で優先順位をしっかり決めな

がら進めていきたいと考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 篠﨑建築課長。 

○篠﨑建築課長 質問番号１２番、特定空

家対策事業でございます。 

まず、空き家の利活用制度や専門家の活

用ですが、所有者の相談の内容意向により

まして、売却や賃貸の相談でありましたら

協定を締結しております大阪府宅建協会、

もしくは全日本不動産協会を活用してお

ります。 

 また、その他の相続や登記などの相談で

ありましたら、大阪空き家相談センターを

紹介しております。 

 特定空家のその後はどうなのかでござ

いますけども、土地の法定相続人が確定い

たしましたので、現在は特定空家も含めま

して解決に向けた協議をして、少しずつ前

進しているところでございます。 

 それから管理不全空き家です。令和５年

の法改正により新しくできた定義であり
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ますけれども、まずは助言・指導から始ま

ります。それによりまして所有者が解決に

向けどう動いていただけるかにより今後、

管理不全空き家に認定していくのかとい

うところになりますので、今のところ本市

ではゼロ件でございます。 

 次に、多世代同居・近居支援事業で申請

件数が減っている原因でございます。先ほ

ど答弁いたしましたけども、新築マンショ

ンなり住宅などの開発が近年減っており

ます。新築需要によるところもあると思い

ますので、その要因で減っているのではな

いかというところでございます。 

 それから１４番目、震災対策推進事業、

耐震化率についてです。 

令和５年に国が実施いたしました住

宅・土地統計調査の推計値にはなりますけ

ども、住宅に関しては現在９１％と推計さ

れております。 

 耐震化が進んでいる要因としましては、

やはり除却がかなり効いていると我々も

感じておるところでございます。 

 あと、能登半島地震の影響につきまして

は、我々も申請が増えるのではないかと思

っておりましたが、本市では、その後、特

に申請はございませんでした。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 質問番号１７番、狭隘

道路整備事業でございます。 

この拡幅整備の事前協議に当たりまし

ては、道路管理課で御相談に応じておる状

況でございますので、令和６年度の内容を

お答えさせていただきます。 

 相談件数につきましては５２件ござい

ました。そのうち中心後退２メートル、そ

れと側溝部分４０センチを含めて応じて

いただいておりますのが２９件ございま

した。 

 そのうち寄附としていただいておりま

すのが１件、無償使用貸借契約で１７件、

自主管理が１１件でございます。 

 この狭隘道路拡幅制度、全国的に様々な

取組もなされている状況がございます。本

委員会で藤浦委員からもいろいろ御議論

いただいている内容を踏まえまして、今年

度から建築課と道路管理課の担当者同士

で建築基準法の考え方、道路法の考え方、

それと民間、個人であったり企業であった

りだとか、市民のお力でまちづくりに寄与

していただく方法、いかに行政が支援する

ことによって実現ができるのかという方

策について様々、先進事例等の情報収集も

含めて現在、検討を進めている状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 質問番号１８番、３

号街区公園整備に係る都市再生機構から

の負担金についての御質問にお答えいた

します。 

 負担金の額は１億８，８５８万１，３８

０円でございます。これに対しまして、先

ほど答弁申し上げましたが、令和５年度に

実施した設計、令和６年度の工事、令和７

年度の上半期に実施した設計、これらの執

行済み額の合計と、これから工事を進めて

まいります契約済み額の合計が、１億９，

０３３万８００円でございます。ですので、

この負担金について残額は生じないもの

と考えております。 

 続きまして、２０番目の公園魅力向上実

証実験についての御質問にお答えいたし

ます。 

 アンケートの結果では、イベントに満足

されているとの回答は約８割ございまし
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た。また、今後もイベントがあればよいと

いう回答は９割以上ありまして、イベント

開催のニーズは高いものと認識いたして

おります。 

 イベントの開催につきましては、にぎわ

いの創出や地域の活性化につながるもの

と考えてございますが、公園管理者といた

しましては施設の維持管理を適切に行っ

ていくことが、まずは重要な責務と考えて

おります。ですので、イベントを主催する

ことは考えておりません。 

 イベント開催につきましては、民間や地

域の活力などに期待するといったところ

でございますけども、こうしたイベントの

ための公園の使用につきましては前向き

に捉えておりますので、使用料の減免など

につきまして柔軟に対応してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号２２番、防災

資機材及び備蓄用品整備事業に関する２

回目の問いにお答えいたします。 

 備蓄品そのものを試食しているのか、そ

れから食品ロスへの対応はどうなってい

るのかというお問いだと思います。 

 備蓄品につきましては、特に食品につき

ましてはアレルギー対応やハラール対応

といった宗教上の制約などに対する配慮

を行いながら、購入をしているところです。 

 試食について、先ほど職場に戻って聞い

てまいりましたけれども、サンプル品の試

食をする場合もあれば、入替えの際、回収

した備蓄品を試食することもあるとの状

況が確認できました。 

 また、賞味期限が迫る食品等につきまし

ては、学校等にて防災教育に利活用をいた

だいたり、市の各課で実施されるイベント

等で参加者に配布するなどして活用して

いるところでございます。 

 それから、質問番号２３番、情報収集伝

達体制整備事業についての２回目のお問

いでございます。 

 ＭＣＡ無線端末のお話であったかと思

います。ＭＣＡ端末は１回目の答弁でも申

し上げましたけども、職員が初期防災体制

下で活動するとき、それから避難所開設時

の連絡手段として整備しておるものでご

ざいまして、市民の利用は想定しておりま

せん。市民がお使いになるときには、避難

所において特設公衆電話の利用が可能と

なっております。 

 ただ、委員がおっしゃいましたように、

ＭＣＡ無線端末についてはそのサービス

が令和１１年５月で終了いたすために、ま

た別に新しい対応が必要になってくるも

のと考えております。 

 それから、質問番号２４番の防災会議に

関する２回目のお問いでございます。 

 現在、地域防災計画の改定作業を鋭意行

っておるところで、防災会議を１１月２５

日に開催する予定としております。その状

況に応じては、もしかしたら２回する可能

性もございますけれども、取りあえず今月

２５日に実施いたします。 

 地域防災計画の改定につきましては、今

年度中に改定作業を終えるように取り組

んでおるところでございます。 

 それから、質問番号２８番のタイムライ

ンでございます。 

 広域避難で、見える防災ということでご

ざいました。現在本市では、水害リスクの

高い地域を対象といたしまして、広域避難

の啓発に取り組んでおります。どのタイミ

ングで行動を起こしていただくのかとい

ったところが広域避難ではかなり重要な
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部分を占めてまいります。 

 したがいまして、広域避難の啓発と併せ

てタイムラインの必要性も同じウエイト

ぐらいで考えながら取り組んでまいる必

要があろうかと考えております。広域避難

先は委員がおっしゃいましたように、大阪

大学吹田キャンパス、それから万博記念公

園駐車場を対象に現在、大阪府と施設管理

者等々と鋭意協議を行っておるところで

ございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ３回目になりますので、

ほとんどは要望としたいと思います。 

１番目の令和６年度決算のことについ

てでございます。共有していただいたと認

識したいと思いますが、一つ気になるのは

国の地方財政計画、地方交付税措置につい

て、臨時財政対策債が少ないと、令和６年

度も令和７年度も少なくなっています。 

 これはある意味ではきちっとこの地方

財政計画で総量規制があって、総量が決め

られていくわけですが、ある程度は地方の

ことを考慮されて決められていると感じ

ております。高市政権になりますけれども、

物価高対策を最優先ということもありま

して、本市の財政とどう関係してくると見

ているのかについて、一つ聞いておきたい

と思います。 

 ２番目、市立集会所の件です。 

確かに国土交通省が言われてるとおり

公平性を重んじてやると莫大なお金にな

ります。例えば、連続立体交差の用地買収

のときはどうしているのか、それもしっか

り確認しながら、貴重なお金なので、公平

性も保ってやっていると思います。何も国

土交通省の基準に従わずとも、より合理的

な、効率的な市民にとってプラスになる考

え方の下でやることが、私は大事やと思い

ます。しっかり検討していただきたいと思

いますので、要望しておきます。 

 ５番目、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業に

ついてです。 

１２年がたっているけれども、気になる

ほど照度が落ちてきていることはないん

だと。 

 それから、つかないとか支柱が腐ってき

たとか、そういうことのほうが多いとのこ

とでございますので、それはそれでよしと

したいと思います。 

 交換するとなると多額の費用もかかり

ますから、もぐらたたきで言うと、１個１

個たたくより、ある程度まとめてたたかな

いといけません。電気屋の人件費が高いで

すから、まとめてくださいとなります。そ

の辺も合理的に人件費云々を考えながら、

効率的な取替え計画をしっかりお願いし

ておきたいと思います。これも要望です。 

 ６番目、防犯カメラについてです。 

 リースのほうが安いということで、これ

はこれでよしとしておきたいと思います。 

 その中で、先ほど言いましたけど、性能

が上がってきてよくなってきたよという

ことであれば、５年なのか６年なのか７年

なのか、少しでも長くすることで、経費を

下げていただくよう、検討をお願いしてお

きたいと思います。 

 その上で、令和７年度では２０５台体制

となっています。まだまだ市内では防犯カ

メラは少ないと思います。まだまだつける

余地があると思うし、警察もつけてくれと

言ってきていると思います。 

 もう少し頑張って防犯カメラの数を増

やしながら、より安全・安心なまちにして

いただくようにお願いします。令和８年度

は期待しておきます。要望です。 
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 ７番目、交通安全推進事業についてでご

ざいます。 

 様々に判断される状況について、情報収

集しながら決めていると聞きましたけれ

ども、地域によっては矢羽根型路面標示が

随分薄れているところもあります。交通量

によって変わります。よく車の通るところ

はどうしても早く薄くなります。 

 市の管理している道路もあれば、大阪府

の管理している道路もあります。中央環状

線はよく剥げています。摂津市内の道路が

剥げていることでイメージが悪くなりま

す。 

 横断歩道とかでも消えやすい道路があ

ります。透水性のアスファルトは、早く消

えます。そういうのもしっかり注視してい

ただいて、なるべく剥げている箇所を少な

くすることで、摂津市のイメージアップに

つなげるとともに、住んでいる人からこん

な剥げた道路ばかりの市には住みたくな

いとならないように、ぜひ今後ともよろし

くお願いします。要望しておきます。 

 ８番目、公共交通確保維持事業です。 

 これからしっかりと取り組んでいただ

くことになりますし、計画としては私も非

常に高く評価しています。 

 しかしながら、実効性を持ってやってい

かないといけません。すぐできるようなも

のもあると思いますし、しっかり多角的に

進めていただきますように要望しておき

たいと思います。 

 １０番目、交通安全対策事業についてで

ございます。 

 様々な計画に基づいて交通安全対策事

業を進めていただいております。例えば、

自転車活用推進計画、これは安全で快適な

自転車通行空間の整備や交通安全の確保

に取り組むものとなっています。午前中に

も質問がありましたが、自転車のマナーを

厳守していくことはすごく大事だと思い

ます。 

 道路交通法を遵守していただくことも

本当に必要になると思います。特にヘルメ

ットは違反にはなりません。すごく力を入

れているのは分かりますが、しっかり見え

る化で推進をしていただきたい。ヘルメッ

トかぶせ隊と何回も言っていますけど、の

ぼりを立ててヘルメットかぶせ隊をつく

るとか、見える形でどんどんＰＲしていた

だきたい。それから、警察が来年４月から

青切符を切れるようになります。切符を切

られたら皆さん守らなあかんと思うので、

ここは連携を取ってしっかりお願いして

いただきたいと思います。要望としておき

ます。 

 １１番目、特定空家対策事務事業につい

てでございます。 

 大阪空き家相談センターであったり、大

阪府がいろいろやっているところと連携

しながら利活用についてもやっていただ

いているということでございます。ここも

しっかり頑張っていただきますようによ

ろしくお願いしておきます。 

 その中で、ホームページを見て気になる

ことは、空家等対策の推進に関する特別措

置法の一部を改正する法律による改正後

の空家等対策の推進に関する特別措置法

第２３条第１項に規定する空家等管理活

用支援法人の指定について、本市の方針が

定まるまでの間は指定しませんと書いて

あります。これについて、どういう目的で

どういう法人指定をしていくのか。本市の

方針が定まる頃というのはいつ頃になる

のか、そのための課題は何なのかについて、

教えてください。 

 １３番目、多世代同居・近居支援事業で
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す。 

 新築が減っているとお答えをいただき

ましたけれども、私はそれだけではなくて、

周知がもっと必要だと思います。もっとも

っと周知をすることで、恐らく数は上がっ

てくる、知らない人も結構いらっしゃると

思います。 

 できれば、摂津市内で家を買おうか迷っ

ている人の背中を押すような積極的な周

知活動をぜひお願いしたいと思います。前

も言いましたが、再度の要望です。 

 １４番目、震災対策推進事業についてで

ございます。 

 令和６年度、９５％の目標は９１．１％

まで来ましたということで、改正をされて、

また１０年計画になるのか分かりません

けども、引き続き９５％を目指してやって

いくことになると思います。概略などで結

構ですので、答えれるものがあれば教えて

ください。 

 １７番目、狭隘道路です。これは令和６

年度から区域を広げたということです。そ

れまでは、もともとあった計画を特定の路

線に限定をして、集中的にやっていく計画

に変えられました。 

 私はそのときからこれはうまいことい

かへんでと思っていました。結果的にゼロ

件で進みませんでした。民間は工期が限ら

れているので、早くしないとお金にならな

いから、早く建てたいわけです。 

 だから、拡幅は難しいわけでございます。

そういう意味で今回は対象を広げられて

よかったと思っております。さっきも言い

ましたけども、担当職員が何とか広げてい

こうという情熱で、水も漏らさぬとは言え

ないんだけど、本当に広げたいんだという

思いを持ってやっていただくことが大事

だと思っています。 

 ５２件中２９件は応じていただいたと

いうことでございまして、寄附が１件と、

それから無償使用貸借契約は１７件あっ

て、寄附まではしないけども、無償使用で

使ってもらったら半額の補助をもらえる

というものです。 

 建蔽率が変わらないから、土地を寄附す

るよりはまだましということもあります。 

 とにかく制度の活用が広がっていけば

狭隘道路は解消していきますから、情熱と

思いを持って今後も取り組んでいただき

たい。担当者の皆さんに頑張ってください

とお伝えください、よろしくお願いします。

要望です。 

 １８番目、３号街区の公園整備はきちん

と余らないように全部活用しますとのこ

とでした。これはよしとしておきたいと思

います。ありがとうございます。 

 例えば、ＪＲと公園の間のフェンスにつ

いて、台風でＪＲ側に倒れています。そん

なこともありますけど、これは了解です。 

 ２０番目、公園魅力向上実証実験です。 

一回お聞きしたことがあるかもしれま

せんが、今後は幅広く活用してもらえるよ

うに、民間の力も借りながら、にぎわいづ

くりをしていってほしいと思います。 

 この間も鳥飼地域でやられましたし、明

和池公園でもずっと引き続き実施いただ

いています。そういう協力的な姿勢を今後

も続けていただきますようによろしくお

願いしておきます。これも要望です。 

 ２２番目、備蓄品についてです。 

買う前に試食をしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 法律が変わって、備蓄品等も公表するこ

とになりますから、市民に分かりやすく公

表ができるようにしていただきたいとお

願いしておきます。これは要望です。 
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 ２３番目、情報伝達収集事業について、

ＭＣＡ無線です。 

職員だけということですけど、何か自治

会に無線機があったように思いますが、こ

れはもう理解しましたので、結構です。 

 次に、２４番目、防災対策事業です。 

地域防災計画の改定については分かり

ました。大事な計画で、防災の根幹となる

ものでもありますから、しっかりやってい

ただくことでお願い申し上げたいと思い

ます。 

 それと、最初に言いました見える防災、

飽きさせない防災について、今年は残念な

がら総合防災演習ができなかったわけで

す。他市では、市内一斉合同防災訓練とい

うのをやっています。吹田市もやっていま

す。 

 そういうのも見える防災の一つとして、

ぜひ考えていただきたいということで、要

望しておきたいと思います。 

 防災につきましては、いろいろたくさん

課題があって山積してます。しかしながら、

どれも大事でやっていかないといけませ

ん。一人の犠牲者も出さない防災をやって

いかなあかんという思いで私もおります。

ここは副市長から総括的に、一人も犠牲者

を出さない防災をやり切っていくぞとい

う思いを聞かせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、財政課に

係ります御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号１番、国の地方への財政対策の

措置と本市の財政についてでございまし

た。 

 国からは、毎年１２月頃に地方財政対策

の概要が示されております。 

 地方財源の確保といたしまして、一般財

源では地方税、地方譲与税、地方交付税、

地方特例交付金等、また地方債といった形

で地方財源の確保が示されております。 

 令和６年度は、地方財政計画において、

交付税が前年度と比較して１．７％の伸び、

臨時財政対策債は約５４．３％の減で示さ

れておりました。 

 臨時財政対策債につきましては、地方の

財源不足を解消するために普通交付税に

よっても埋めることができない場合に、地

方と国が折半して負担するという性質の

ものです。これが地方団体の普通交付税を

実際に算出して、財源不足額を普通交付税

で措置される額と臨時財政対策債に振り

替えられる部分が出てくることになって

おります。 

 令和６年度は臨時財政対策債が減りま

したけれども、措置をされておりました。

摂津市においても臨時財政対策債を発行

したところでございます。 

 令和７年度になりますと、昨年１２月に

地方財政対策の概要において、地方財政の

健全化に取り組むために臨時財政対策債

については、平成１３年度に制度創設され

ましたが、それ以来初めて発行額をゼロと

して普通交付税でその分を賄う形での地

方財政対策ということで考えられており

ます。今年度に入りまして実際に普通交付

税の算定のときには、前年と比較して伸び

ておりまして、また臨時財政対策債の発行

可能額は全国どこもない状況でございま

した。 

 本市の財政にとっては、財源不足額を補

うところにおきましては、普通交付税で全

国的にするということであれば、臨時財政

対策債も含めた財源不足対策で、地方債を

発行しなくてよいことになります。その分、
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実際に普通交付税が交付されるのであれ

ば、特にマイナスの影響はないと考えてお

ります。 

 また、今年１２月になりますと、来年度

の地方財政対策の概要が示されると思い

ます。 

 先ほどおっしゃられたように、社会保障

費関係であるとか人件費や物件費、そうい

う物価高も見込まれる中で、国も一定、地

方団体がそういった様々な行政課題に対

応して行政サービスを安定的に提供でき

るようにというところで考えて対策を出

すということになろうかと思います。そこ

については我々も注視して、それを見なが

らまた令和８年度の予算の編成を進めて

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 篠﨑建築課長。 

○篠﨑建築課長 １１番目、特定空家対策

事務事業の空家等管理活用支援法人の指

定でございますけども、令和５年の法改正

によりまして、指定できるとなりました。 

 支援法人が行う業務の例を国土交通省

が提示しております。例えば所有者、希望

者への相談の情報提供とか、所有者からの

委託に基づく空き家の活用や管理、空き家

の活用または管理に関する普及啓発、市町

村からの委託に基づく所有者の探索など

ということを提示されておりまして、この

内容につきましては現在、我々が実施して

おりますことと変わりはございません。支

援法人を指定せずともできると考えてお

りますので、当面の間、支援法人を指定す

る考えはございません。 

 次に、１４番目の震災対策推進事業の今

の改定作業についてです。 

現在、素案を作成しまして、１０月末に

その素案に対する御意見をいただきます

懇談会を開催いたしました。 

 その中で、様々な意見をいただきながら、

次は来年のパブリックコメントに向けた

案の作成にかかっております。 

 内容につきましては、大阪府も現在、耐

震促進計画改定をしておりますので、その

内容と連携しながらの内容に変えていく

こととしております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 副市長。 

○山本副市長 もし災害が発生してもお

一人も犠牲者を出さないという強い気持

ちでということです。 

 当然、我々は今おっしゃったことを常に

考えながら、丹羽理事を先頭に取り組んで

いるところでございます。 

 手元に行政経営方針がありますが、その

中に、現行の行政サービスや業務のプロセ

スを絶えず見直し、そして改善するという

不断の改革を推し進め、分野間の連携強化

や施策事業の最適化を図る必要があると

書いております。 

 このことを一人一人職員が肝に銘じて

仕事に取り組むように、またふだんからこ

のことを忘れず、気持ちの中で絶えず持っ

ておくべきであろうという質問であった

と思います。 

 委員からいろいろ御質問いただきまし

たので、このことを自分自身も忘れず、摂

津市の職員全員にこの気持ちを忘れずに

持ってもらうよう、私からも情報を発信し

ていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○安藤薫委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 最後にさせていただき

ます。順番を逆から行きます。 

 まず、１４番の震災対策推進事業につい

てでございます。 
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摂津市住宅・建築物耐震改修促進計画に

ついて、第３期になり大詰めということで

ございます。とにかく地震に強いまちをつ

くるのも、災害のためには根幹の一つにな

ると思います。南海トラフが起こる前に、

この目標が達成できるように取り組んで

いただくよう強く要望して、この質問は終

わります。 

 続きまして１２番、特定空家対策事業に

ついては、分かりました。現在、摂津市と

して取り組んでいただいていることと同

じようなことを、法人に指定をして委託す

ることができるということでございます。

非常に頑張っていただいておりますので、

この取組をさらに続けていただいて、しっ

かり空き家対策よろしくお願いしたいと

思います。これも要望でございます。 

 最後に、財政の話でございまして、先ほ

ど国の地方財政交付税措置、地方財政計画

についてお話がありました。 

 確かに臨時財政対策債がなくなってき

たと実感をしています。前に起債の何がど

れだけあるか調べたことがありましたけ

ども、半分ぐらい臨時財政対策債になって

いるようなことがありました。これは借金

です。後で交付税措置でその分を返します

という話で、さきづけの取組になっている

わけでございます。そういうのが解消され

てきているということはある意味ではい

いことだと思いますし、そういうのも踏ま

えまして、いよいよ中期財政計画を策定し

ていくということになると思います。 

 こうしたことをしっかりと理解をした

上で、中期財政計画をつくり上げていくこ

とになると思います。 

 ただ、緊縮一辺倒という考え方ではなく

て、これまでもそうでしたけども、やるべ

きことはやる、そして取るべきものは取る

という戦略的な財政運営が必要だろうと

思います。摂津市は森山前市長の下、これ

まで乗り切ってきました。そういうことを

経験されていることも踏まえまして、最後

に副市長から答弁をお願いします。 

○安藤薫委員長 副市長。 

○山本副市長 財政全般とのことでござ

いました。 

 交付税は実際のお金として入ってまい

ります。臨時財政対策債をいただいたから

といっても過去交付税交付のときがござ

いました。後年度の元金償還、元利償還に

算入されると言いましても、逆に隙間で消

えていた時代も経験しておりますので、交

付税の枠が増えるということは大変あり

がたいことだと思っております。 

 中期財政計画を内部で今検討しており

ますので、皆様方にまたお披露目をする時

期が来ようかと思います。 

 先ほどの行政経営方針に書いてある内

容を全職員も理解しておるんですけども、

お金が今後少し苦しい状況になるという

ことがございます。今、財政課、政策推進

課、人事課、あと資産活用課、あと情報政

策課が中心になって摂津市中期財政計画

の各課ヒアリングをしている状況でござ

います。 

 そのヒアリングをする際に、現状を全職

員に分かりやすいようにまず説明をする。

その中で皆さんが何をすればサービスを

低下しないで、より安価で計画的に財政を

運営していけるのかを財政課職員のみな

らず、全ての職員に分かっていただくこと

が大切になってこようと思います。 

 そのことはヒアリングする側が全職員

にきちっと説明をして、相手の心に届ける

ことがまず一番のスタートになろうかと

思います。 
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 現在ヒアリング等々でやっていただい

ておりますので、その気持ちが摂津市役所

一枚岩になることを今私自身も近々確認

できることになろうと思っております。中

期財政計画につきましては、また時期が来

れば議員の皆様に御説明をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○安藤薫委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 よろしくお願いしてお

きたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○安藤薫委員長 本日の委員会はこの程

度にとどめまして、散会いたします。 

（午後４時４０分 散会） 
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